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職
業
官
僚
制
に
お
け
る
地
位
と
実
体

― 
官
吏
ス
ト
ラ
イ
キ
禁
止
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
基
本
法
三
三
条
五
項
と
欧
州
人
権
条
約
一
一
条
の
衝
突

三　

宅　

雄　

彦

一　

序
言

　

（
1
）
平
成
の
末
、
学
校
行
政
の
遂
行
や
行
政
の
情
報
管
理
な
ど
を
巡
り
、
激
し
い
議
論
が
な
さ
れ
た
が
、
そ
の
背
景
に
、
政
治
、

特
に
内
閣
又
は
首
相
官
邸
を
通
じ
た
公
務
員
の
任
用
の
在
り
方
が
厳
し
く
指
弾
さ
れ
た
こ
と
は
言
及
す
る
迄
も
な
い
。
統
治
構
造
改
革

に
連
な
る
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
の
公
務
員
改
革
の
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
基
礎
を
成
す
、
二
〇
〇
八
年
制
定
の
国
家
公
務
員
制
度
改
革
基
本
法
だ
が
、
そ
の
第
一
条
は
、
「
国
家
公
務
員
に
関
す
る
制
度

を
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
た
も
の
に
す
る
こ
と
」
を
喫
緊
の
課
題
と
し
、
一
人
一
人
の
公
務
員
が
「
能
力
を
高
め
」
、
「
国
民

の
立
場
に
立
ち
、
責
任
を
自
覚
し
、
誇
り
を
持
っ
て
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
」
を
目
的
と
し
て
公
務
員
改
革
を
推
進
す
べ
し
と
い
う
。

そ
れ
は
つ
ま
り
、
一
方
で
、
労
働
市
場
の
変
化
に
対
応
し
、
公
務
の
効
率
性
を
高
め
る
人
事
管
理
改
革
と
し
て
現
れ
、
他
方
で
、
政
治

情
勢
の
変
化
に
即
応
し
、
政
治
へ
の
応
答
性
を
高
め
る
政
治
主
導
指
向
の
改
革
と
し
て
現
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
前
者
で



職
業
官
僚
制
に
お
け
る
地
位
と
実
体
（
三
宅
）

二
四

75

は
、
能
力
／
業
績
に
よ
る
人
事
評
価
制
度
の
導
入
や
、
総
合
職
／
一
般
職
／
専
門
職
に
分
れ
る
採
用
試
験
制
度
の
改
革
と
し
て
登
場
し
、

後
者
で
は
、
適
格
性
審
査
で
幹
部
公
務
員
の
人
事
を
管
理
す
る
内
閣
人
事
局
の
新
設
と
し
て
出
来
す
る

）
1
（

。
し
か
し
、
本
稿
が
検
討
す
る

対
象
は
こ
れ
で
は
な
い
。

　

（
2
）
さ
て
、
本
稿
が
以
下
で
取
り
扱
う
ド
イ
ツ
基
本
法
下
で
の
公
務
員
制
度
に
つ
き
、
日
本
国
憲
法
及
び
そ
の
公
務
員
法
制
と
の

比
較
が
従
来
活
発
に
行
わ
れ
て
き
た
。
社
会
状
況
の
変
化
と
い
い
、
国
際
情
勢
の
変
化
と
い
い
、
日
独
両
国
の
制
度
が
直
面
す
る
問
題

が
、
両
国
を
含
む
世
界
が
共
有
す
る
問
題
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
問
い
の
複
雑
性
及
び
困
難
性
と
い
え
ば
、
海
外
の
こ
れ
こ
れ
の
制
度
は
わ
が
国
へ
導
入
可
能
で
あ
る
と
か
、
こ
の
国

の
こ
の
法
律
は
わ
が
国
の
諸
改
革
に
示
唆
に
富
む
と
か
、
条
文
ベ
ー
ス
解
釈
ベ
ー
ス
の
従
来
の
比
較
法
／
憲
法
の
視
座
で
は
到
底
処
理

で
き
ぬ
類
の
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
確
か
で
あ
る
。
憲
法
条
文
を
超
え
、
憲
法
解
釈
を
超
え
た
、
国
家
構
造
に
定
位
し
た
、
国
家
の
概

念
が
嫌
な
ら
憲
法
構
造
に
照
ら
し
た
、
真
の
憲
法
理
論
が
待
望
さ
れ
て
い
る

）
2
（

。

　

以
下
で
は
、
二
〇
一
八
年
六
月
一
二
日
の
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
、
及
び
、
そ
の
前
提
又
は
帰
結
し
て
展
開
さ
れ
た
彼

の
地
の
学
説
を
渉
猟
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
が
論
ず
る
、
官
吏
な
る
ド
イ
ツ
固
有
の
公
務
員
類
型
に
ス
ト
ラ
イ
キ
を
禁
止
す
る
こ
と
の
、
法

学
的
又
は
政
治
的
な
是
非
は
差
し
当
た
り
括
弧
に
括
り
、
ド
イ
ツ
伝
来
の
職
業
官
僚
制
が
背
負
う
国
家
憲
法
又
は
政
治
憲
法
上
の
意
味

と
、
日
独
を
含
む
現
代
社
会
に
お
け
る
そ
の
動
揺
に
つ
き
、
若
干
の
検
討
を
加
え
る

）
3
（

。
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二　

官
吏
ス
ト
禁
止
の
現
状

1　

ス
ト
禁
止
と
人
権
条
約

　

（
1
）ド
イ
ツ
基
本
法
は
元
来
、
官
吏
ス
ト
ラ
イ
キ
の
禁
止
を
要
請
す
る
立
場
に
立
つ
。
彼
の
国
の
通
説
／
教
科
書
的
理
解
に
従
え
ば
、

そ
の
概
略
は
次
の
通
り
で
あ
る

）
4
（

。

　

元
々
、
職
業
官
僚
制
と
は
、
初
期
絶
対
主
義
以
後
、
中
世
身
分
国
家
の
解
体
と
領
邦
君
主
へ
の
国
家
高
権
集
中
と
共
に
、
国
家
行
政

の
合
理
化
と
近
代
化
の
為
、
専
門
知
識
を
以
て
君
主
に
誠
実
に
奉
仕
す
る
、
使
用
人
の
幹
部
の
こ
と
で
あ
る

）
5
（

。
共
和
制
へ
の
転
換
後
に

民
主
的
基
本
秩
序
へ
と
宣
誓
対
象
は
変
化
す
る
も
の
の
、そ
の
本
質
は
同
一
で
あ
る
。
こ
れ
を
基
本
法
三
三
条
四
項
と
五
項
が
規
律
す
る
。

　

一
つ
、
職
業
官
僚
制
の
本
質
的
特
徴
は
公
法
上
の
勤
務
／
誠
実
関
係
で
あ
る
が
、
こ
の
公
勤
務
関
係
は
、
法
律
に
よ
り
判
断
余
地
を

伴
い
具
体
的
に
形
成
さ
れ
る
。
二
つ
、
但
し
こ
の
立
法
裁
量
は
、
伝
統
的
に
ド
イ
ツ
官
吏
法
上
の
核
心
を
成
し
て
き
た
諸
原
則
、
つ
ま

り
職
業
官
僚
制
の
伝
来
的
諸
原
則
に
よ
り
制
約
さ
れ
る
。
官
僚
制
の
こ
の
伝
来
的
諸
原
則
の
一
つ
が
、
官
吏
ス
ト
ラ
イ
キ
の
禁
止
で
あ

る
。
官
吏
が
労
働
争
議
で
勤
務
を
離
れ
れ
ば
行
政
の
遂
行
は
阻
害
さ
れ
る
の
は
勿
論
、
官
吏
と
そ
の
家
族
は
俸
給
と
恩
給
で
収
入
を
生

涯
保
障
さ
れ
る
（
扶
養
原
理
（A

lim
entationsprinzip

）
）
。
労
働
条
件
は
労
働
協
約
で
決
ま
り
、
そ
の
協
約
は
労
働
争
議
で
勝
ち
取
る

の
だ
と
す
れ
ば
、
待
遇
が
法
律
で
定
ま
る
官
吏
に
ス
ト
ラ
イ
キ
は
概
念
矛
盾
と
な
る

）
6
（

。

　

（
2
）
正
に
こ
の
理
解
は
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
確
定
判
例
と
見
做
さ
れ
て
い
る
。
退
役
将
校
の
恩
給
に
関
す
る
、
そ
の
初
期

の
一
九
五
八
年
判
決
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
そ
も
そ
も
職
業
官
僚
制
と
は
、
民
主
的
な
意
思
決
定
で
国
民
生
活
を
形
象
化
す
る
体
制
、
即
ち
、
自
由
な
法
治
国
家
／
社
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会
国
家
的
民
主
主
義
の
下
、
そ
の
変
化
す
る
政
治
諸
力
に
独
立
し
た
、
調
整
フ
ァ
ク
タ
ー
を
形
成
す
る
も
の
、
端
的
に
言
え
ば
、
安
定

し
た
行
政
を
確
保
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
第
二
に
、
故
に
そ
の
職
業
官
僚
制
に
は
、
そ
の
機
能
を
確
実
す
る
に
す
る
為

に
、
生
涯
給
与
の
確
保
な
ど
、
法
的
且
つ
経
済
的
な
保
護
を
付
与
す
る
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
こ
の
扶
養
原
理
な
ど
は
、
職
業
官
僚
制

と
い
う
制
度
に
役
立
つ
限
り
で
、
伝
来
的
原
則
の
一
つ
と
し
て
、
議
会
立
法
者
に
そ
の
遵
守
が
義
務
付
け
ら
れ
る

）
7
（

。
第
三
に
、
そ
の
際
、

被
用
者
た
る
官
吏
と
雇
用
者
た
る
国
家
と
の
権
利
関
係
は
、
後
者
、
即
ち
こ
の
議
会
立
法
者
が
唯
一
管
轄
者
又
は
責
任
者
と
し
て
確
定

す
る
。
だ
が
そ
の
反
対
当
事
者
、
即
ち
官
吏
に
は
、
権
利
義
務
関
係
を
形
成
す
る
資
格
、
従
っ
て
、
集
団
的
経
済
的
な
争
議
措
置
を
執

る
権
限
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る

）
8
（

。

　

要
は
、
官
吏
ス
ト
禁
止
自
体
が
連
邦
憲
法
裁
の
直
接
の
対
象
と
な
っ
た
訳
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
争
議
措
置
禁
止
へ
の
言
及

に
含
意
さ
れ
て
い
る
の
だ

）
9
（

。

　

（
3
）
し
か
し
、
ド
イ
ツ
官
僚
制
の
ス
ト
ラ
イ
キ
禁
止
を
巡
る
状
況
は
変
化
し
て
い
る

）
10
（

。
つ
ま
り
、
集
会
結
社
の
自
由
に
関
す
る
欧

州
人
権
条
約
一
一
条
一
項
の
解
釈
で
、
欧
州
人
権
裁
判
所
が
公
務
員
の
ス
ト
ラ
イ
キ
権
を
正
式
に
認
め
た
こ
と
で
あ
る

）
11
（

。
本
一
項
二
文

は
、
全
て
の
者
に
労
働
組
合
結
成
／
加
入
の
権
利
を
肯
定
す
る
が
、
「
軍
隊
、
警
察
又
は
国
家
行
政
の
構
成
員
」
に
つ
き
一
項
の
権
利

へ
の
制
約
を
承
認
す
る
、
同
条
二
項
を
適
用
で
き
る
か
ど
う
か
、
が
検
討
さ
れ
る
訳
で
あ
る

）
12
（

。

　

一
つ
に
は
、
二
〇
〇
八
年
一
一
月
一
二
日
の
欧
州
人
権
裁
判
所
・
大
法
廷
決
定
。
加
盟
国
ト
ル
コ
の
事
件
に
つ
き
、
第
一
に
、
欧
州

人
権
条
約
一
一
条
一
項
に
は
集
団
交
渉
の
自
由
も
包
含
さ
れ
る
こ
と
、
第
二
に
、
こ
の
自
由
は
労
働
者
一
般
の
み
な
ら
ず
、
国
家
行
政

の
帰
属
者
＝
公
務
員
に
も
享
受
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る

）
13
（

。
二
つ
に
は
、
こ
れ
に
続
く
翌
年
四
月
二
一
日
の
、
同
じ
く
ト
ル
コ
政
府
の
事
件
。

第
一
に
、
同
一
一
条
一
項
で
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
権
も
同
様
に
保
障
さ
れ
る
こ
と
、
第
二
に
、
公
権
力
の
有
無
、
公
務
員
の
種
類
を
考
慮
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せ
ぬ
一
般
的
ス
ト
禁
止
は
、
同
二
項
で
も
正
当
化
さ
れ
な
い
こ
と
を
、
欧
州
人
権
裁
は
確
認
し
た
の
で
あ
る

）
14
（

。

　

二
〇
〇
八
／
〇
九
年
の
両
判
決
の
効
力
は
、
当
事
者
た
る
ト
ル
コ
政
府
以
外
に
及
ば
ぬ
も
の
の
、
ド
イ
ツ
の
官
吏
ス
ト
禁
止
へ
の
影

響
を
測
ら
ね
ば
な
ら
な
い

）
15
（

。

　

（
4
）
で
は
、
官
吏
の
ス
ト
ラ
イ
キ
を
禁
止
す
る
ド
イ
ツ
基
本
法
三
三
条
五
項
の
解
釈
と
、
公
務
員
の
ス
ト
ラ
イ
キ
権
を
肯
定
す
る

欧
州
人
権
条
約
一
一
条
一
項
の
解
釈
、
両
者
の
齟
齬
を
ど
う
理
解
し
、
ど
う
解
消
す
べ
き
な
の
か
。
論
点
は
二
つ
あ
る
。

　

第
一
に
、
基
本
法
と
欧
州
人
権
条
約
の
間
に
そ
も
そ
も
食
い
違
い
が
あ
る
の
か
。
基
本
法
三
三
条
五
項
が
官
吏
ス
ト
ラ
イ
キ
を
禁
止

す
る
の
は
既
述
の
通
り
だ
が
、
我
々
が
理
解
す
る
公
務
員
に
は
、
こ
の
官
吏
（B

eam
te

）
の
他
に
被
用
者
（A

ngestellte

）
な
る
概
念

が
あ
る
。
こ
の
被
用
者
は
労
働
協
約
の
下
に
あ
り
、
故
に
労
働
争
議
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
両
者
は
、
方
や
ス
ト
禁
止
を
一
部
公

務
員
に
限
定
す
る
点
で
共
通
で
あ
り
、
方
や
官
吏
か
被
用
者
か
、
高
権
行
使
か
否
か
で
区
別
基
準
の
点
で
違
い
が
あ
る

）
16
（

。

　

第
二
に
、
両
者
の
間
に
相
違
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
ど
う
解
消
さ
れ
る
の
か
。
一
つ
、
Ｅ
Ｕ
法
と
異
な
り
条
約
、
従
っ
て
そ
れ
を

国
内
法
に
転
換
し
た
法
律
は
憲
法
の
下
位
に
あ
る
か
ら
、
基
本
法
三
三
条
が
当
然
に
優
先
す
る
と
見
る
の
か
。
二
つ
、
基
本
法
が
欧
州

人
権
条
約
に
優
先
す
る
も
の
の
、
憲
法
上
の
国
際
法
友
好
性
（G

rundsatz der V
ölkerrechtsfreundlichkkeit

）
か
ら

）
17
（

、
三
三
条
五
項

に
人
権
条
約
適
合
解
釈
を
施
す
べ
き
と
考
え
る
の
か
。
勿
論
、
基
本
法
と
欧
州
人
権
条
約
に
差
異
が
な
け
れ
ば
、
ど
の
理
解
に
し
て
も
、

官
吏
の
ス
ト
権
を
排
除
す
る
ド
イ
ツ
基
本
法
の
理
解
を
変
更
す
る
必
要
は
な
い
。

2　

ド
イ
ツ
国
法
学
の
応
答

　

（
1
）
伝
統
的
な
国
法
学
理
解
に
よ
る
、
右
の
問
い
へ
の
回
答
は
比
較
的
単
純
で
あ
り
、
そ
れ
即
ち
、
ド
イ
ツ
の
官
吏
ス
ト
禁
止
に
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変
更
の
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
尤
も
、
そ
の
主
張
は
、
上
の
第
一
の
問
い
か
ら
第
二
の
問
い
に
進
む
の
で
な
く
、
第
二
の
設
問

に
応
答
し
た
上
で
第
一
の
設
問
に
回
答
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
保
守
派
重
鎮
の
メ
ア
テ
ン
の
議
論
は
、
条
約
の
拘
束
力
に
置
か
れ
る
。
一
つ
、
元
々
欧
州
人
権
条
約
に
は
国
内
法
上
連
邦

法
律
た
る
拘
束
力
し
か
な
く
、
人
権
へ
の
信
奉
を
語
る
基
本
法
一
条
二
項
、
主
権
移
譲
に
基
づ
く
超
国
家
法
を
認
め
る
同
二
四
条
一
項
、

一
般
的
国
際
法
原
則
を
法
律
に
優
位
さ
せ
る
同
二
五
条
、
い
ず
れ
を
以
て
し
て
も
欧
州
人
権
条
約
に
憲
法
的
地
位
を
付
与
で
き
て
い
な

い
）
18
（

。
二
つ
、
ス
ト
禁
止
を
断
罪
し
た
人
権
裁
判
決
が
当
事
国
以
外
を
縛
る
筈
が
な
く
、
展
開
す
る
そ
の
判
例
が
ド
イ
ツ
に
及
ぼ
す
の
は

精
々
事
実
的
作
用
で
し
か
な
い
。
基
本
権
と
法
治
国
諸
原
則
の
解
釈
に
欧
州
人
権
条
約
を
補
助
に
用
い
よ
と
い
う
国
際
法
友
好
性
も
、

元
々
基
本
権
の
削
減
や
解
釈
準
則
の
逸
脱
を
禁
じ
て
い
る
。
国
際
法
友
好
性
が
基
本
法
敵
対
性
（G

rundgesetzfeindlichkeit

）
と
な
っ

て
は
な
ら
ぬ
と
、
メ
ア
テ
ン
は
言
う

）
19
（

。

　

尤
も
、
官
吏
ス
ト
禁
止
の
ド
イ
ツ
的
伝
統
を
擁
護
す
る
こ
の
国
法
学
の
論
理
は
、
問
い
の
順
序
を
逆
転
さ
せ
た
途
端
、
こ
の
敵
対
性

を
惹
起
さ
せ
る
か
も
し
れ
ぬ
。

　

（
2
）
さ
て
、
人
権
裁
判
決
の
直
後
か
ら
ド
イ
ツ
の
専
門
裁
の
判
決
が
登
場
し
始
め
る
（
表
1
、
表
2
参
照
）
。
そ
の
大
半
が
、
官
吏

ス
ト
禁
止
の
憲
法
要
請
の
存
続
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
警
告
ス
ト
に
参
加
し
勤
務
義
務
に
違
反
し
た
女
性
教
師
の
懲
戒
を
巡
る
、

二
〇
一
〇
年
一
二
月
一
五
日
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
行
政
裁
判
決
が
例
外
的
に
際
立
つ
（
表
3
参
照

）

20

（

）
。

　

つ
ま
り
一
つ
に
、
官
吏
の
団
結
の
自
由
は
、
彼
ら
の
給
与
が
労
働
協
約
で
な
く
、
議
会
法
律
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
が
故
に
、
争
議

措
置
の
実
行
の
権
限
を
含
ま
ず
、
こ
の
点
は
基
本
法
三
三
条
五
項
の
職
業
官
僚
制
の
伝
来
的
な
原
則
に
該
当
す
る

）
21
（

。
し
か
し
二
つ
に
、

二
〇
〇
八
／
〇
九
年
欧
州
人
権
裁
判
所
の
二
判
決
に
よ
れ
ば
、
欧
州
人
権
条
約
一
一
条
一
項
は
団
体
交
渉
と
ス
ト
の
権
限
を
承
認
す
る



職
業
官
僚
制
に
お
け
る
地
位
と
実
体
（
三
宅
）

二
九

70

表 1　4事件の訴訟経過（その 1）

事件 ※ 日付 裁判所 順序

事件 1

2 BvR 1738/12,

☆ 2011年  1  月 11日 　ニーダーザクセン州学校局 懲戒処分

☆ 2011年  8  月 19日 ●オスナブリュック行政裁判所 判決
VG Osnabrück - 19.08.2011 - AZ: 9 A 1/11 ②

☆ 2012年  6  月 12日 ●ニーダーザクセン州上級行政裁判所 判決
OVG Niedersachsen - 12.06.2012 - AZ: 20 BD 8/11 ④

　上告不可（NS 州懲戒法 61条 2項）

事件 2

2 BvR 646/15,

☆ 2011年  1  月 10日 　ニーダーザクセン州学校局 懲戒処分

☆ 2012年 12月 6日 ●シュターデ行政裁判所 判決
VG Stade - 06.12.2012 - AZ: 9 A 171/11 ⑥

☆ 2013年  5  月 16日 ●ニーダーザクセン州上級行政裁判所 決定
OVG Niedersachsen - 16.05.2013 - AZ: 20 AD 2/13 ⑧

　上告不可（NS 州懲戒法 61条 2項）

事件 3

2 BvR 1068/14,

☆ 2010年  5  月 10日 　ケルン行政管区 懲戒処分

× 2010年 12月 15日 △デュッセルドルフ行政裁判所 判決
VG Düsseldorf, 15.12.2010 - 31 K 3904/10 ①

☆ 2012年  3  月  7  日
●ミュンスター上級行政裁判所 判決
OVG Nordrhein-Westfalen - 07.03.2012 - AZ: 3d A 
317/11.O

③

× 2013年  1  月  2  日 ●連邦行政裁判所 決定
BVerwG, 02.01.2013 - 2 B 46.12 (2 C 1.13) ⑦

☆ 2014年  2  月 27日 ●連邦行政裁判所 判決
BVerwGE 149, 117 - 27.02.2014 - AZ: 2 C 1.13 ⑨

事件 4

2 BvR 1395/13

☆ 2011年  7  月  5  日 シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州文部
文化省懲戒処分

☆ 2012年  8  月  8  日
●シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州行政

裁判所 判決
VG Schleswig-Holstein - 08.08.2012 - AZ: 17 A 21/11

⑤

☆ 2014年  9  月 29日
●シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州上級

行政裁判所 判決
OVG Schleswig-Holstein - 26.09.2014 - AZ: 14 LB 3/13

⑩

☆ 2015年  2  月 26日 　連邦行政裁判所 決定
BVerwG - 26.02.2015 - AZ: 2 B 10.15 ⑪

事件 5 2010年  2  月 23日 　学校長 戒告処分

2011年  7  月 27日 〇カッセル行政裁判所 判決 　（①と②の間）
VG Kassel - 27.07.2011 - 28 K 574/10.KS.D

※ 事件 1～ 4はその後憲法異議提起の上、連邦憲法裁により判決が下されている。事
件番号はいずれも連邦憲法裁判所係属のもの。カッセル行政裁判所判決はデュッセ
ルドルフ行政裁判決と同様スト権を一部認めるものだが、その後憲法異議の対象と
はなっていない。①～⑪は時系列順の番号（表 2参照）。

☆ 憲法異議の対象
〇 スト権肯定／△ スト権否定、懲戒は不可／● スト権否定
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表 2　4事件の訴訟経過（その 2）
事件 1

2 BvR 1738/12
事件 2

2 BvR 646/15
事件 3

2 BvR 1068/14
事件 4

2 BvR 1395/13
2008年 11月 12日 欧州人権裁判所 Demir 判決欧州人権裁判所 Demir 判決

2009年 1  月 28日 スト参加

2  月 25日 スト参加 スト参加

4  月 21日 欧州人権裁判所 Enerji 判決欧州人権裁判所 Enerji 判決

2010年 1  月  3  日 スト参加

5  月 10日 〇　懲戒処分

12月 15日 Ⅰ　①行政裁判決

2011年 1  月 10日 〇　懲戒処分

1  月 11日 〇　懲戒処分

4月【1】

7  月  5  日 〇　懲戒処分

7月 21日【2】

8  月 19日 Ⅰ　②行政裁判決

2012年 3  月  7  日 Ⅱ　③上級行政裁判決

6  月 12日 Ⅱ　④上級行政裁判決

8  月  8  日 Ⅰ　⑤行政裁判決

12月  6  日 Ⅰ　⑥行政裁判決

12月【3】

2013年 1  月  2  日 Ⅲ　⑦連邦行政裁決定

5  月 16日 Ⅱ　⑧上級行政裁判決

2014年 2  月 27日 Ⅲ　⑨連邦行政裁判決

9  月 29日 Ⅱ　⑩上級行政裁判決

2015年 2  月 26日 Ⅲ　⑪連邦行政裁決定

2016年

2017年 7月【4】

2018年 1  月 17日 連邦憲法裁判所第 2法廷・口頭弁論

6  月 12日 連邦憲法裁判所第 2法廷・判決連邦憲法裁判所第 2法廷・判決

※  4つの事件及びそれぞれの判決については表 1及びその凡例を参照。本件に関係す
るストは、欧州人権裁の重要判決 2つの前後でなされているが、その関係は不明。
判決のうち時系列からすると、事件 3①行政裁判決（デュッセルドルフ）、事件 3
③上級行政裁判決（ミュンスター）が重要。後者の結論は⑤及び、④を経て⑥と⑧
に引継がれる。本文でも挙げる事件 3⑨連邦行政裁判決は、更に⑩と⑪にも引継が
れる。

※※ 【1】～【4】はいずれも下記論文又は判決の登場時期。【1】【3】は専ら①行政裁
判決を批判する論文。

【1】Josef Franz Lindner, Dürfen Beamte doch streiken?, DÖV, 2011, April 2011 Heft 8. 
【2】カッセル行政裁判所判決（VG Kassel – 28 K 574/10.KS. D.）
【3】Jens Kersten, Neues Arbeitskampfrecht, Dezember 2012. 
【4】Anna-Bettina Kaiser, Streikrecht füt Beamte, AöR, Bd. 142, Juli 2017, Heft 3.
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表 3　4事件の概要

スト参加

（日付は参加日）

懲戒処分

（日付は処分日）

懲戒処分の根拠条文

事件 1

2 BvR 1738/12,
1951年出生

1981年から

ニーダーザクセン州

教師（男）

2009年 2月 25日

GEW 抗議集会参加

授業義務違反

訴訟中に退職

2009年 6月 11日

勤務手当減額

2011年 1月 11日

過料 100ユーロ

州官吏法

　67条 1項［勤務離脱禁止］

官吏地位法

　33条 1項［基本義務］

　34条［任務遂行］

　35条［職務命令遵守］

事件 2

2 BvR 646/15,
1960年出生

ニーダーザクセン州

教師（女）

2009年 2月 25日

GEW 集会参加

許可なし

2011年 1月 10日

過料 100ユーロ

同上

事件 3

2 BvR 1068/14,
1965年出生

ノルトライン・ヴェス

トファーレン州

教師（女）

2009年 1月 28日、

2月 5日、2月 10日

GEW 警告ストに参加

許可なし

訴訟中に停年退職

2010年 5月 10日

過料 1500ユーロ

州官吏法

　57条 1文［職業義務］

　　　  3文
　58条 2文［相談報告義務］

　79条1項1文［勤務離脱禁止］

事件 4

2 BvR 1395/13
1961年出生

シュレスヴィヒ・ホル

シュタイン州教師（女）

2010年 1月 3日

GEW スト参加

2011年 7月 5日 官吏地位法

　34条［任務遂行］

　35条［職務命令遵守］

事件 5

【表 1　2011年カッセ

ル行政裁の事件】

？年出生

ヘッセン州教師（女）

2009年 11月 17日

GEW スト参加

2010年 3月 18日

戒告

官吏地位法

　34条［任務遂行］

　35条［職務命令遵守］
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も
の
の
、
そ
の
制
約
に
は
、
法
律
に
よ
る
明
瞭
且
つ
厳
格
な
範
疇
の
確
定
が
必
要
で
あ
る

）
22
（

。
な
ら
ば
三
つ
に
、
そ
う
し
た
区
分
け
抜
き

で
普
遍
的
に
官
吏
ス
ト
を
禁
止
す
る
ド
イ
ツ
官
吏
法
は
、
人
権
条
約
違
反
、
即
ち
欧
州
法
違
反
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
し
か
も
そ
の
欠

点
を
治
癒
し
よ
う
に
も
親
国
際
法
解
釈
の
限
界
を
超
え
て
い
る

）
23
（

。
し
か
し
四
つ
に
、
こ
の
欧
州
法
違
反
の
官
吏
法
制
は
、
有
効
の
ま
ま

だ
と
言
う
。
恐
ら
く
は
こ
こ
に
、
基
本
法
が
人
権
条
約
に
優
位
す
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
欧
州
法
違
反
の
解
消
に

憲
法
改
正
が
必
要
だ
と
指
摘
す
る
の
だ

）
24
（

。

　

（
3
）
尤
も
、
官
吏
ス
ト
禁
止
は
欧
州
法
違
反
な
り
の
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
の
結
論
は
、
例
外
的
で

）
25
（

、
同
時
期
の
専
門
裁
判
所
の
判

決
は
概
ね
条
約
違
反
は
な
い
と
す
る

）
26
（

。
但
し
、
右
の
ラ
ン
ト
行
政
裁
の
上
告
審
に
あ
た
る
、
二
〇
一
四
年
二
月
二
七
日
連
邦
行
政
裁
判

所
の
判
決
も
、
ド
イ
ツ
的
ス
ト
禁
止
に
人
権
条
約
違
反
を
見
る
。

　

つ
ま
り
、
第
一
に
、
基
本
法
三
三
条
五
項
の
官
吏
ス
ト
禁
止
の
伝
来
的
原
則
を

）
27
（

、
第
二
に
、
欧
州
人
権
裁
判
所
の
官
吏
ス
ト
禁
止
排

除
の
見
解
を
確
認
し
て
語
る

）
28
（

。
一
つ
に
、
基
本
法
三
三
条
及
び
欧
州
人
権
条
約
一
一
条
の
間
に
は
衝
突
が
あ
る
。
前
者
は
、
公
務
員
の

任
務
で
な
く
地
位
を
、
後
者
は
地
位
で
な
く
任
務
領
域
を
考
慮
す
る
、
即
ち
全
く
異
な
る
思
想
に
基
づ
き
ス
ト
禁
止
の
是
非
を
判
断
す

る
）
29
（

。
二
つ
に
、
し
か
し
こ
の
国
内
憲
法
と
国
際
条
約
の
間
の
齟
齬
は
そ
の
ま
ま
残
る
。
法
律
の
編
入
な
く
し
て
国
内
法
効
力
の
な
い
条

約
は
憲
法
優
位
の
下
に
あ
る
し
、
親
国
際
法
的
基
本
法
解
釈
で
人
権
条
約
を
優
先
さ
せ
る
の
も
こ
こ
で
は
無
理
だ

）
30
（

。
三
つ
に
、
結
局
こ

の
衝
突
は
条
約
に
憲
法
を
合
わ
せ
て
立
法
者
が
調
整
す
べ
き
。
即
ち
、
純
高
権
任
務
は
官
吏
地
位
が
担
当
、
そ
の
他
の
任
務
は
官
吏
及

び
協
約
被
用
者
の
双
方
を
選
択
可
能
に
し
て
、
衝
突
の
実
践
的
調
和
を
図
る
の
で
あ
る

）
31
（

。
要
は
、
基
本
法
と
人
権
条
約
の
衝
突
は
連
邦

議
会
の
調
整
に
任
せ
よ
、
と
言
う

）
32
（

。

　

（
4
）
官
吏
ス
ト
解
禁
に
は
学
界
の
反
対
が
強
い

）
33
（

。
特
に

強
力
の
論
駁
を
書
く
の
が
、
連
邦
憲
法
裁
長
官
フ
ォ
ス
ク
ー
レ
の
愛
弟
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子
に
し
て
側
近
の
カ
イ
ザ
ー
で
あ
る
。
彼
女
は
、
ド
イ
ツ
的
官
吏
ス
ト
禁
止
に
条
約
上
の
問
題
な
し
と
の
結
論
を
導
く

）
34
（

。

　

つ
ま
り
、
官
吏
ス
ト
禁
止
を
疑
う
諸
見
解
は
、
欧
州
人
権
裁
の
二
つ
の
判
決
の
文
脈
（K

ontext

）
を
捨
象
し
、
過
度
に
一
般
的
な

法
理
を
ド
イ
ツ
に
押
し
付
け
て
い
る
、
と
カ
イ
ザ
ー
は
論
ず
る
。
そ
も
そ
も
連
邦
行
政
裁
判
決
は
、
欧
州
人
権
裁
判
決
が
扱
う
ト
ル

コ
の
二
つ
の
事
件
、
そ
の
事
案
概
要
に
全
く
言
及
す
る
こ
と
が
な
い
。
だ
が
、
人
権
裁
判
決
を
判
例
法
と
し
て
援
用
す
る
な
ら
、
イ

ギ
リ
ス
的
判ケ

イ
ス
・
ロ
ー

例
法
メ
ソ
ッ
ド
の
本
質
で
あ
る
、
事
案
に
依
る
仕
事
を
放
棄
し
て
は
な
ら
な
い
筈
だ

）
35
（

。
一
つ
、
事
案
は
国
ご
と
別
々
の

法
体
系
を
持
つ
の
に
、
ト
ル
コ
に
向
け
た
決
定
を
、
そ
れ
が
知
ら
な
い
特
殊
な
官
吏
地
位
を
持
つ
ド
イ
ツ
に
は
適
用
で
き
な
い
。
二

つ
、
事
案
に
関
心
な
い
こ
の
種
の
者
は
、
判
決
理
由
と
傍
論
を
区
別
で
き
ず
、
地
方
公
務
員
の
ト
ル
コ
事
件
を
高
権
的
公
務
員
の
事

案
だ
と
誤
解
し
て
し
ま
う
。
三
つ
、
欧
州
人
権
裁
は
後
日
事
件
で
の

区

デ
ィ
ス
テ
ィ
ン
グ
ィ
ッ
シ
ン
グ

別

の
為
に
脱

エ
ス
ケ
イ
プ出

事
項
を
設
け
て
お
り
、
そ
れ
が
言
う

特ス
ペ
ス
ィ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
・
サ
ー
カ
ム
ス
タ
ン
ス

殊

事

情

で
職
業
官
僚
制
の
ド
イ
ツ
的
伝
統
が
正
当
化
さ
れ
う
る

）
36
（

。
要
は
、
官
吏
ス
ト
認
容
の
前
に
欧
州
人
権
裁
判
決
を

文
脈
化
（K

ontextualisierung

）
せ
よ
と
言
う
の
だ

）
37
（

。

3　

連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決

　

（
1
）
以
上
の
賛
否
両
論
渦
巻
く
中
で
、
二
〇
一
八
年
六
月
一
二
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
が
、
右
の
フ
ォ
ス
ク
ー
レ
起
案
で
、
第

二
法
廷
に
よ
り
言
渡
さ
れ
て
い
る

）
38
（

。
本
判
決
は
、
既
述
の
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
行
政
裁
判
所
、
連
邦
行
政
裁
判
所
を
含
む
、
合
計
で
四

の
懲
戒
処
分
、
十
五
の
判
決
に
対
す
る
憲
法
異
議
に
関
わ
る
。

　

そ
の
基
準
定
立
（
Ｃ
Ⅱ
）
と
当
て
嵌
め
（
Ｃ
Ⅲ
）
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
概
観
す
る
と
、
第
一
に
、
基
準
段
階
で
は
、
団
結
自
由
の
制
約
の

確
定
判
決
の
確
認
が
さ
れ
る
。
一
つ
、
こ
の
自
由
は
官
吏
も
享
有
し
、
且
つ
ス
ト
権
も
保
護
領
域
に
含
む
こ
と
、
二
つ
、
官
吏
の
ス
ト
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禁
止
は
、
基
本
法
三
三
条
五
項
の
意
味
の
職
業
官
僚
制
の
伝
来
的
諸
原
則
の
一
つ
で
あ
り
、
立
法
者
に
は
そ
の
遵
守
を
義
務
づ
け
る
こ

と
、
三
つ
、
欧
州
人
権
条
約
は
連
邦
議
会
承
認
で
連
邦
法
律
の
地
位
の
み
を
持
つ
が
、
基
本
法
の
国
際
法
友
好
的
解
釈
に
よ
り
、
欧
州

人
権
裁
判
所
の
諸
判
決
と
共
に
、
ド
イ
ツ
の
法
秩
序
へ
事
実
上
の
嚮
導
／
方
向
づ
け
作
用
を
持
つ
こ
と
、
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
官
吏
ス
ト
が
基
本
法
九
条
三
項
の
団
結
の
自
由
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
前
提
に
（
保
護
領
域
）
、
ス
ト
官
吏
に
対
す
る
懲
戒

処
分
と
判
決
が
（
侵
害
性
）
、
職
業
官
僚
制
の
核
心
部
分
た
る
ス
ト
禁
止
に
よ
り
許
容
さ
れ
る
か
（
正
当
化
）
、
即
ち
、
従
来
通
り
の
オ
ー

ソ
ド
ッ
ク
ス
な
審
査
基
準
が
定
立
さ
れ
る
の
で
あ
る

）
39
（

。

　

（
2
）
し
か
し
、
第
二
の
当
て
嵌
め
段
階
で
は
、
本
判
決
独
自
の
判
断
も
発
見
で
き
る
。
一
つ
は
、
先
行
す
る
欧
州
人
権
裁
の
判
例
は
、

テ
ク
ス
ト
で
な
く
、
そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
重
視
す
べ
し
と
の
、
先
の
カ
イ
ザ
ー
を
想
起
さ
せ
る
言
及
で
あ
る

）
40
（

。

　

即
ち
、
基
本
法
を
国
際
法
友
好
的
に
解
釈
す
る
に
当
た
り
、
規
範
条
項
の
類
似
点
に
気
を
取
ら
れ
、
法
秩
序
の
文
脈
の
相
違
点
か
ら

目
を
逸
ら
し
て
な
ら
な
い
。
国
際
条
約
の
人
権
内
実
を
国
内
秩
序
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
組
入
れ
る
の
で
あ
る

）
41
（

。
故
に
、
人
権
条
約
自
体

の
ド
イ
ツ
国
内
法
へ
の
適
用
優
先
や
、
国
際
人
権
と
国
内
憲
法
の
間
の
図
式
的
平
行
関
係
（schem

atische Parallelisierung

）
を
要
求

す
る
の
で
な
く
、
寧
ろ
事
件
の
具
体
的
事
態
や
、
ド
イ
ツ
法
秩
序
の
特
殊
性
な
ど
事
件
の
法
文
化
的
背
景
を
考
慮
に
入
れ
、
人
権
条
約

の
基
本
評
価
（G

rundw
ertungen

）
を
言
明
と
し
て
同
定
し
、
こ
の
基
本
評
価
と
の
衝
突
を
回
避
す
る
こ
と
が
、
国
際
法
友
好
性
原
理

の
真
意
だ
と
言
う
の
で
あ
る

）
42
（

。

　

但
し
、
こ
れ
は
抽
象
度
の
高
い
次
元
で
の
両
者
の
一
致
を
求
め
る
に
過
ぎ
な
い
。
即
ち
、
人
権
裁
事
例
と
憲
法
裁
事
例
が
平
行
で
な

い
と
き
、
ド
イ
ツ
法
秩
序
に
配
慮
し
、
人
権
裁
が
定
式
化
し
た
根
本
的
評
価
を
受
入
れ
れ
ば
よ
い
と
言
う
。
団
結
自
由
か
ら
公
務
員
の

一
般
的
排
除
は
で
き
ぬ
が
制
約
は
課
し
う
る
こ
と
、
労
組
は
自
身
の
利
益
の
為
に
聴
聞
を
受
け
る
権
利
を
持
つ
こ
と
が
、
そ
れ
だ

）
43
（

。
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（
3
）
二
つ
め
、
二
〇
一
八
年
判
決
の
新
た
な
見
解
は
、
官
吏
に
高
権
任
務
を
与
え
る
基
本
法
三
三
条
四
項
と
、
ス
ト
禁
止
の
五
項

の
関
係
を
切
断
し
た
こ
と
に
あ
る
。

　

即
ち
、
そ
の
確
定
判
例
に
従
い
、
官
吏
ス
ト
禁
止
に
関
わ
る
団
結
自
由
と
ス
ト
禁
止
と
の
衝
突
は
、
後
者
有
利
に
そ
の
実
践
的
調
和

を
図
る
べ
き
と
し
た
後
に
、
逆
に
そ
の
官
吏
の
範
囲
を
四
項
の
高
権
行
使
の
官
吏
に
限
定
し
て
、
官
僚
制
の
伝
来
的
原
則
の
側
を
制
約

す
る
調
整
の
試
み
で
は
、
弊
害
を
生
む
と
言
う
の
だ
。

　

第
一
に
、
高
権
的
権
限
概
念
で
境
界
づ
け
る
こ
と
自
体
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
具
体
的
場
面
で
ど
れ
が
高
権
的
権
限
で
ど
れ
が
そ

う
で
な
い
か
、
抽
象
的
に
も
高
権
／
非
高
権
の
多
様
な
権
限
を
持
つ
特
定
官
吏
に
ス
ト
を
認
め
る
べ
き
な
の
か
。
第
二
に
、
禁
止
を
官

吏
の
一
部
へ
の
限
定
は
ス
ト
権
を
持
つ
官
吏
範
疇
を
生
む
。
官
吏
と
被
用
者
に
並
ぶ
、「
ス
ト
権
付
官
吏
（Beam

ten m
it Streikrecht

）」

や
「
協
約
官
吏
（Tarifsbeam

ten

）」
と
い
う
第
三
の
柱
を
作
れ
ば
、
ス
ト
禁
止
の
代
替
の
筈
の
扶
養
原
理
が
排
除
さ
れ
て
し
ま
う

）
44
（

。

　

ス
ト
禁
止
官
吏
と
ス
ト
可
能
官
吏
の
、
こ
の
区
別
問
題
と
平
等
問
題
（A

bgrenzungs- sow
ie G

leichbehandlungsproblem
atik

）
と

並
ん
で
、
第
三
に
、
官
吏
法
的
実
体
（beam

tenrechtliche Substanz

）
、
端
的
に
恐
ら
く
職
業
官
僚
制
の
核
心
問
題
も
潜
む
。
官
吏
と

被
用
者
の
二
分
構
成
の
公
勤
務
法
と
い
う
明
晰
な
構
想
が
、
ス
ト
解
禁
の
決
壊
に
よ
り
、
官
吏
化
実
務
の
変
更
を
経
て
、
そ
の
明
確
さ

を
失
う
だ
ろ
う

）
45
（

。

　

（
4
）
つ
ま
り
、
連
邦
憲
法
裁
の
判
決
は
欧
州
人
権
裁
の
法
理
を
拒
否
し
た
の
で
あ
る

）
46
（

。
一
つ
、
文
脈
化
に
よ
り
欧
州
人
権
裁
の
機

能
指
向
の
立
場
を
大
幅
に
刈
り
込
み
、
二
つ
、
そ
の
ス
ペ
ー
ス
に
連
邦
憲
法
裁
伝
統
の
地
位
思
考
の
理
解
を
植
え
込
む
。
結
論
的
に
は
、

憲
法
上
の
官
吏
ス
ト
禁
止
に
何
の
変
動
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る

）
47
（

。

　

こ
こ
で
際
立
つ
の
は
、
基
本
法
三
三
条
の
職
業
官
僚
制
の
制
度
的
保
障
で
あ
る
。
官
吏
誠
実
義
務
や
官
吏
扶
養
原
理
が
あ
る
か
ら
こ
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そ
の
官
吏
ス
ト
禁
止
で
あ
り
、
こ
れ
ら
諸
原
理
が
相
互
に
結
合
し
た
体
系
／
秩
序
こ
そ
が
職
業
官
僚
制
で
あ
り

）
48
（

、
従
っ
て
、
一
原
理
＝

部
分
の
廃
棄
は
官
僚
制
＝
全
体
の
崩
壊
を
招
く
の
で
あ
る

）
49
（

。

　

そ
の
際
、
こ
の
制
度
的
保
障
が
地
位

4

4

／
実
体

4

4

保
障
で
あ
る
こ
と
に
留
意
が
要
る
。
つ
ま
り
、
公
務
員
の
ス
ト
禁
止
自
体
の
排
除
が
欧

州
人
権
裁
の
立
場
で
は
な
く
、
そ
れ
は
、
高
権
機
能
以
外
を
担
う
公
務
員
の
ス
ト
権
を
承
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
は
、
機4

能4

的
視
座
の
こ
の
人
権
裁
の
見
解
と
、
こ
れ
と
憲
法
裁
の
地
位

4

4

的
立
場
の
仲
裁
を
狙
っ
た
連
邦
行
政
裁
の
見
解
の
双
方
を
拒
絶
し
て
い

る
。

　

ス
ト
禁
止
を
一
部
認
め
て
も
、
制
度
的
保
障
が
必
ず
破
壊
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
即
ち
連
邦
憲
法
裁
か
ら
し
て
、
職
業
官
僚
制
が
官

吏
地
位
を
保
障
す
る
が
故
の
、
そ
し
て
官
吏
法
的
実
体
を
保
障
す
る
が
故
の
、
制
度
的
保
障
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三　

官
僚
制
の
制
度
的
保
障

1　

新
労
働
争
議
法
の
問
題

　

（
1
）
と
こ
ろ
で
、
ド
イ
ツ
官
僚
制
の
こ
の
伝
来
的
諸
原
則
、
特
に
官
吏
ス
ト
の
禁
止
に
つ
き
、
こ
れ
を
相
対
化
す
る
諸
潮
流
を
新4

労
働
争
議
法
（N

eues A
rbeitskam

pfrecht

）
と
呼
ぶ
人
物
が
い
る
。
二
〇
一
八
年
判
決
以
前
か
ら
官
吏
の
ス
ト
権
を
批
判
す
る
ケ
ア

ス
テ
ン
で
あ
る

）
50
（

。
欧
州
人
権
裁
判
所
流
の
ス
ト
権
を
認
め
る
基
本
法
解
釈
を
彼
は
批
判
し
て
言
う
。

　

第
一
に
、
官
吏
ス
ト
禁
止
を
破
る
解
釈
は
憲
法
解
釈
の
限
界
を
逸
脱
し
て
い
る
。
勿
論
、
二
〇
〇
六
年
基
本
法
改
正
は
、
公
勤
務
法

を
継
続
発
展
さ
せ
よ
と
述
べ
伝
来
的
諸
原
則
に
触
れ
な
い
か
ら
、
ス
ト
禁
止
に
変
更
な
し
の
よ
う
で
、
だ
が
、
立
法
者
が
公
勤
務
法
を
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実
現
す
る
際
に
こ
の
諸
原
則
を
考
慮
す
る
筈
で
、
だ
と
し
た
ら
、
官
僚
制
の
解
釈
で
も
逆
流
的
に
継
続
発
展
が
あ
る
筈
で
あ
る
。
だ
が
、

そ
の
継
続
発
展
に
立
法
者
が
超
え
て
は
な
ら
ぬ
限
界
が
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る

）
51
（

。

　

で
は
、
硬
直
の
様
で
柔
軟
、
だ
が
柔
軟
の
様
で
や
は
り
硬
直
な
限
界
と
は
如
何
。
曰
く
、
ス
ト
禁
止
は
官
僚
制
の
扶
養
原
理
（
俸
給

恩
給
保
障
）
と
対
抗
を
成
す
。
労
働
争
議
が
な
い
か
ら
給
与
を
保
護
し
、
労
働
協
約
が
な
い
か
ら
争
議
が
な
い
。
し
か
し
ス
ト
禁
止
を

解
き
こ
の
対
抗
を
消
せ
ば
、
争
議
行
為
が
無
制
限
に
な
る
。
即
ち
、
高
い
身
分
保
障
の
官
吏
は
、
協
約
締
結
交
渉
と
無
関
係
に
ス
ト
を

行
い
、
何
時
で
も
継
続
し
て
、
時
に
は
政
治
ス
ト
さ
え
も
可
能
に
な
る
と
、
彼
は
言
う

）
52
（

。

　

（
2
）
第
二
に
、
官
吏
ス
ト
の
理
解
は
基
本
法
と
欧
州
人
権
条
約
で
実
は
変
わ
り
な
い
。
欧
州
人
権
裁
判
所
が
公
務
員
の
全
面
ス
ト

禁
止
を
条
約
違
反
と
判
断
し
た
こ
と
、
そ
の
際
、
団
結
自
由
の
制
約
を
「
軍
隊
、
警
察
又
は
国
家
行
政
」
に
許
容
す
る
人
権
条
約
一
一

条
二
項
に
言
及
し
た
こ
と
は
、
既
に
我
々
も
見
た
通
り
で
あ
る
。
基
本
法
三
三
条
は
元
々
こ
れ
と
同
一
理
解
で
あ
る
と
ケ
ア
ス
テ
ン
は

言
う
の
だ
。

　

伝
統
的
に
官
吏

4

4

と
被
用
者

4

4

4

の
両
範
疇
を
区
別
し
て
き
た
ド
イ
ツ
の
公
務
員
法
制
、
前
者
に
ス
ト
禁
止
、
後
者
に
は
労
働
協
約
締
結
の

為
の
労
働
争
議
を
分
配
す
る
。
つ
ま
り
、
職
務
を
問
わ
ぬ
地
位
的
考
察
、
業
務
を
見
な
い
形
式
的
定
礎
で
あ
る
。
し
か
し
、
欧
州
人
権

条
約
の
思
考
は
機
能
的
考
察
と
実
質
的
定
礎
を
採
用
す
る
。
即
ち
、
高
権
権
力
を
行
使
す
る
「
軍
隊
、
警
察
又
は
国
家
行
政
」
に
つ
い

て
は
ス
ト
権
制
約
が
可
能
だ
が
、
他
の
公
務
員
の
人
権
は
制
約
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
地
位
で
は
な
く
機
能
に
依
拠
し
て
、
争
議
禁
止

を
判
断
せ
よ
と
言
う
の
で
あ
る

）
53
（

。

　

だ
が
ケ
ア
ス
テ
ン
曰
く
、
元
々
基
本
法
の
尺
度
が
機
能
的
且
つ
実
質
的
で
あ
る
。
「
高
権
的
権
限
の
行
使
」
に
触
れ
る
基
本
法
三
三

条
四
項
は
、
職
業
官
僚
制
の
伝
来
的
諸
原
則
を
論
ず
る
同
五
項
と
一
体
と
し
て
解
釈
す
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
同
条
項
は
人
権
裁
の
「
欧
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州
的
迂
回
（europäischer U

m
w

eg

）
」
を
通
じ
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
と

）
54
（

。

　

（
3
）
更
に
第
三
に
、
新
労
働
法
構
想
の
限
界
を
ケ
ア
ス
テ
ン
は
反
合
理
性
に
も
見
る
。

　

曰
く
、
個
人
や
集
団
の
団
結
の
自
由
と
は
元
来
、
防
御
権
的
次
元
の
存
在
だ
が
、
こ
れ
に
、
第
三
者
の
市
民
的
利
益
、
安
全
な
る
法

治
国
的
利
益
、
生
存
配
慮
の
社
会
国
的
利
益
、
更
に
経
済
全
体
の
発
展
な
ど
各
種
の
憲
法
利
益
が
衝
突
す
る
。
官
吏
ス
ト
で
は
、
こ
の

防
御
権
と
他
法
益
と
の
比
較
衡
量
が
必
要
な
の
で
あ
る

）
55
（

。
こ
の
超
複
雑
性
の
困
難
か
ら
裁
判
官
を
解
放
す
べ
く
制
度
的
保
障
は
誕
生
し

た
。
一
つ
、
こ
の
職
業
官
僚
制
は
他
利
益
を
優
先
し
団
結
権
を

初
か
ら
排
除
す
る
。
但
し
、
包
括
的
な
ス
ト
禁
止
の
穴
埋
め
に
強
固

な
身
分
保
障
を
付
与
し
て
い
る
。
二
つ
、
こ
の
第
一
論
証
段
階
で
問
題
が
解
決
せ
ぬ
と
き
、
団
結
権
と
別
法
益
を
、
判
断
の
複
雑
性
に

拘
ら
ず
包
括
的
に
衡
量
す
る
、
第
二
論
証
段
階
に
移
行
す
る
。
即
ち
ケ
ア
ス
テ
ン
の
主
張
で
は
、
錯
綜
し
た
衡
量
解
決
を
二
段
に
階
層

化
し
て
、
法
的
判
断
に
合
理
性
と
自
由
性
を
装
備
す
る
の
が
、
制
度
的
保
障
な
の
で
あ
り
、
故
に
、
団
結
自
由
の
防
御
権
的
側
面
を
強

調
す
る
余
り
、
こ
の
自
由
の
制
度
的
次
元
を
見
失
え
ば
、
制
度
的
思
考
の
規
範
的
制
御
力
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
る

）
56
（

。

　

要
は
、
制
度
的
保
障
の
廃
棄
と
は
、
複
雑
な
衡
量
を
単
純
化
す
る
論
証
図
式
を
放
棄
す
る
と
い
う
意
味
で
、
論
証
合
理
性
の
廃
棄
を

も
同
時
に
意
味
す
る
の
だ
。

　

（
4
）
さ
て
、
こ
の
ケ
ア
ス
テ
ン
説
が
、
後
に
下
さ
れ
た
連
邦
憲
法
裁
判
決
に
、
欧
州
人
権
裁
判
決
の
拒
否
を
除
き
、
幾
重
に
も
裏

切
ら
れ
た
こ
と
は
論
及
し
た
通
り
。

　

即
ち
第
一
に
、
高
権
機
能
行
使
に
の
み
ス
ト
権
行
使
が
許
容
さ
れ
う
る
こ
と
が
、
欧
州
的
迂
回
に
よ
り
基
本
法
三
三
条
四
項
解
釈
で

再
現
可
能
と
し
た
彼
の
論
を
、
四
項
と
五
項
を
切
断
し
て
、
行
政
機
能
の
種
類
で
な
く
官
吏
地
位
の
存
在
自
体
か
ら
ス
ト
禁
止
を
導
出

し
た
二
〇
一
八
年
判
決
は
、
明
確
に
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
次
に
第
二
に
、
制
度
的
保
障
と
は
、
官
吏
の
団
結
自
由
と
多
様
な
憲
法
的
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三
九

60

利
益
と
を
簡
潔
的
且
つ
合
理
的
に
比
較
衡
量
す
る
為
の
論
拠
と
理
解
し
た
彼
の
説
は
、
従
来
の
官
吏
概
念
を
ス
ト
権
つ
き
と
ス
ト
権
な

し
に
区
別
す
る
困
難
さ
と
並
び
、
官
僚
制
に
埋
伏
す
る
実
体
性
に
よ
り
、
憲
法
裁
判
決
に
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

成
る
程
、
職
業
官
僚
制
の
制
度
的
保
障
／
思
考
を
重
視
す
る
ケ
ア
ス
テ
ン
だ
が
、
彼
は
、
行
政
任
務
の
為
の
官
僚
制
の
存
在
意
義
を

地
位
か
ら
機
能
へ
と
削
減
し
、
比
較
衡
量
の
際
の
官
僚
制
の
存
在
価
値
を
実
体
か
ら
形
式
へ
と
転
換
し
て
い
る
。
彼
の
新
労
働
法
構
想

と
は
、
ス
ト
禁
止
解
除
に
加
え
、
協
約
統
一
性
の
侵
害
や
、
フ
ラ
ッ
シ
ュ
・
モ
ブ
の
登
場
な
ど
、
労
働
憲
法
の
変
動
を
も
テ
ー
マ
と
す

る
が

）
57
（

、
地
位
と
実
体
と
い
う
、
後
日
の
連
邦
憲
法
裁
の
啓
示
を
見
事
に
看
過
し
て
い
る

）
58
（

。

2　

職
業
官
僚
制
の
諸
批
判

　

（
1
）
と
こ
ろ
で
、
基
本
法
上
の
ス
ト
禁
止
へ
の
批
判
、
即
ち
、
そ
の
制
度
的
保
障
を
考
慮
す
れ
ば
、
職
業
官
僚
制
そ
れ
自
体
へ
の

批
判
は
、
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
職
業
官
僚
制
攻
撃
の
一
端
は
、
イ
ゼ
ン
ゼ
ー
に
よ
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る

）
59
（

。

　

第
一
に
、
現
在
の
官
僚
制
批
判
は
、
そ
の
ス
マ
ー
ト
さ
を
特
徴
に
持
つ
と
言
う
。
公
勤
務
へ
の
労
働
法
導
入
、
給
付
行
政
の
脱
官
吏

化
、
官
吏
社
会
保
険
の
導
入
、
そ
し
て
官
吏
ス
ト
禁
止
の
廃
止
、
古
く
か
ら
の
官
僚
制
改
革
案
が
反
復
さ
れ
る

）
60
（

。
だ
が
こ
の
古
来
の
歌

曲
が
音
色
を
新
た
に
唱
和
さ
れ
る
と
イ
ゼ
ン
ゼ
ー
は
言
う
。
一
九
六
〇
年
代
の
労
組
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
凝
固
ま
っ
た
似
非
革
命
家
で
は

な
く
、
経
済
的
思
考
で
常
に
コ
ス
ト
計
算
を
す
る
学
位
持
ち
エ
リ
ー
ト
の
出
番
で
あ
る
。
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
プ
ラ

イ
ベ
ー
ト
・
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
計
算
、
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル
・
デ
ィ
ベ
ロ
プ
メ
ン
ト
な
ど
、
ア
メ
リ
カ
流
の
語
彙

こ
そ
が
彼
ら
行
政
／
公
務
員
法
改
革
の
先
進
性
の
証
と
な
る

）
61
（

。
彼
ら
は
頑
迷
な
官
僚
制
反
対
者
で
な
く
、
先
入
見
抜
き
で
議
論
に
参
加

す
る
が
、
だ
が
政
治
的
な
不
都
合
を
見
つ
け
れ
ば
、
制
度
的
保
障
に
正
面
か
ら
反
対
す
る
。
官
僚
制
を
積
極
的
に
擁
護
す
る
者
も

早
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〇

59

な
く
、
ド
イ
ツ
官
吏
連
合
さ
え
公
企
業
改
革
で
抱
込
ん
だ
公
務
被
用
者
と
の
妥
協
故
に
官
僚
制
維
持
に
尻
込
み
す
る

）
62
（

。

　

（
2
）
第
二
に
、
こ
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
会
社
流
儀
の
経
済
思
考
が
官
僚
制
を
蝕
む
。
こ
れ
が
官
僚
制
に
異
口
同
音
に
突
き
つ
け

る
指
導
原
理
と
は
成
果

4

4

原
理
（Leistungsprinzip

）
で
あ
る
。
勿
論
基
本
法
制
定
の
当
初
か
ら
、
専
門
能
力
は
三
三
条
二
項
で
公
務
員

採
用
の
基
準
に
能
力

4

4

主
義
（Leistungsprinzip

）
が
、
同
五
項
に
言
う
伝
来
的
諸
原
則
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
成
果

／
能
力
概
念
は
、
今
や
経
営
学
的
意
味
と
し
て
了
解
さ
れ
、
故
に
、
行
政
自
体
が
成
果
／
能
力
を
通
じ
費
用
便
益
計
算
の
下
に
据
置
か

れ
る
。
多
種
多
様
の
形
態
と
目
的
を
持
つ
公
的
行
政
、
即
ち
首
相
官
邸
、
国
営
オ
ペ
ラ
、
警
察
署
、
高
等
学
校
が
、
採
算
性
と
い
う
単

一
尺
度
の
下
で
検
討
さ
れ
る
の
だ

）
63
（

。
そ
し
て
、
こ
の
成
果
／
能
力
を
身
に
着
け
た
経
営
者(

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー)

こ
そ
が
理
想
像
と
さ
れ

る
。
彼
ら
は
、
会
社
を
移
籍
し
て
は
任
期
付
き
で
仕
事
を
し
、
任
期
延
長
を
望
め
ば
成
果
報
告
を
提
出
、
だ
が
そ
の
地
位
の
不
安
定
は

莫
大
な
報
酬
が
穴
埋
め
す
る
。
各
官
吏
の
成
果
／
能
力
の
有
無
は
政
治
的
機
関
の
判
断
に
依
存
す
る
と
は
い
え
、
彼
は
こ
の
政
治
的
従

属
の
代
償
に
、
収
入
上
の
有
利
な
処
遇
を
獲
得
す
る
訳
だ

）
64
（

。

　

し
か
し
、
公
務
員
を
経
営
者
に
譬
え
る
こ
の
モ
デ
ル
が
官
僚
制
を
摩
耗
さ
せ
る
。
官
吏
の
身
分
保
障
、
即
ち
終
身
原
理
や
昇
進
原
理
、

俸
給
権
の
厳
格
な
保
障
は
、
経
営
者
思
考
の
経
済
性
重
視
や
採
算
性
確
保
に
よ
り
、
解
体
さ
れ
る
の
で
あ
る

）
65
（

。

　

（
3
）
第
三
に
、
二
〇
世
紀
末
以
降
の
行
政
民
間
化
（Privatisierung

）
が
こ
の
官
僚
制
弱
化
を
拡
大
す
る
。
即
ち
、
行
政
任
務
を

公
的
部
門
か
ら
民
間
部
門
に
移
譲
す
る
機
能
的
民
間
化
（funktionelle Privatisierung

）
と
、
任
務
は
国
家
に
残
す
が
そ
の
形
式
を
公

法
か
ら
私
法
に
換
え
る
組
織
的
民
間
化
（organisatorische Privatisierung
）
、
こ
の
二
つ
の
範
疇
が
、
矢
張
り
経
済
性
重
視
の
見
地
か

ら
官
僚
制
を
攻
撃
す
る
。
一
つ
、
従
来
は
国
家
の
営
利
活
動
、
公
的
企
業
、
給
付
行
政
を
民
間
が
担
え
ば
、
そ
の
企
業
的
／
商
人
的
活

動
は
、
国
家
規
制
を
残
し
つ
つ
市
場
で
展
開
さ
れ
る
。
競
争
の
チ
ャ
ン
ス
と
リ
ス
ク
、
行
政
任
務
は
採
算
性
要
求
の
支
配
に
置
か
れ
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四
一

58

る
）
66
（

。
二
つ
、
行
政
任
務
を
国
家
は
保
持
す
る
が
、
そ
の
組
織
を
国
家
経
営
か
ら
株
式
会
社
に
転
換
し
、
そ
の
従
事
者
を
官
吏
か
ら
被
用

者
や
労
働
者
へ
と
変
更
す
る
。
そ
の
労
働
条
件
は
、
国
家
と
労
働
組
合
の
間
の
労
働
協
約
に
よ
り
決
定
さ
れ
る

）
67
（

。
さ
て
前
述
の
基
本
法

三
三
条
四
項
の
官
僚
制
の
機
能
留
保
だ
が
、
こ
れ
は
高
権
機
能
を
官
吏
地
位
に
留
保
し
て
も
、
残
り
を
被
用
者
に
阻
止
す
る
も
の
で
な

い
。
言
わ
ば
、
高
権
以
外
の
権
限
を
誰
に
配
分
す
る
か
は
憲
法
上
未
決
で
、
そ
れ
故
、
高
権
以
外
で
あ
れ
ば
立
法
者
は
脱
官
吏
化
を
自

由
に
選
択
で
き
る
こ
と
に
な
る

）
68
（

。

　

つ
ま
り
、
イ
ゼ
ン
ゼ
ー
曰
く
、
実
質
的
で
あ
れ
形
式
的
で
あ
れ
、
民
営
化
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
行
政
組
織
を
市
場
経
済
、
競
争
秩

序
に
譲
り
渡
す
こ
と
を
意
味
す
る

）
69
（

。

　

（
4
）
結
局
の
と
こ
ろ
、
イ
ゼ
ン
ゼ
ー
が
示
唆
す
る
の
は
、
経
済
性
の
押
出
し
で
あ
る
。
即
ち
、
官
吏
の
仕
事
ぶ
り
は
今
や
経
営
学

的
意
味
で
の
成
果
主
義
で
測
定
さ
れ
、
更
に
、
行
政
任
務
は
行
政
か
ら
民
間
企
業
へ
、
行
政
組
織
は
官
吏
か
ら
被
用
者
へ
と
転
換
さ
れ
、

行
政
の
活
動
ぶ
り
も
今
や
採
算
性
や
効
率
性
で
算
定
さ
れ
る

）
70
（

。

　

勿
論
、
イ
ゼ
ン
ゼ
ー
の
主
張
は
経
済
性
、
採
算
性
、
効
率
性
へ
の
賛
成
で
な
く
、
こ
れ
ら
の
拡
大
に
よ
る
職
業
官
僚
制
の
浸
食
や
破

壊
を
阻
止
す
る
こ
と
に
あ
る
。
と
な
る
と
、
彼
の
制
度
的
保
障
の
力
説
は
、
機
能
の
躍
進
を
認
容
し
、
形
式
の
増
長
を
推
進
し
た
ケ
ア

ス
テ
ン
流
の
制
度
的
思
考
と
同
じ
で
は
な
い
。
し
か
し
、
行
政
運
営
を
採
算
性
で
測
定
し
、
優
良
経
営
を
多
報
酬
で
厚
遇
す
る
経
済
性

の
思
考
を
、
単
な
る
合
理
的
論
拠
に
過
ぎ
な
い
制
度
的
保
障
が
抵
抗
で
き
る
の
か
。
行
政
任
務
の
遂
行
さ
え
確
保
さ
れ
れ
ば
そ
の
主
体

や
組
織
は
不
問
の
機
能
性
の
思
考
を
、
欧
州
人
権
条
約
の
機
能
指
向
へ
の
妥
協
的
態
度
で
撃
攘
で
き
る
の
か
。

　

恐
ら
く
イ
ゼ
ン
ゼ
ー
は
、
ケ
ア
ス
テ
ン
の
合
理
的
制
度
理
解
と
真
逆
で
あ
ろ
う
。
論
証
手
段
な
る
唯
の
形
式
で
な
く
実
体

4

4

で
採
算
性

優
先
の
行
政
改
革
を
撃
退
し
、
単
な
る
行
政
作
用
＝
機
能
で
な
く
地
位

4

4

で
経
済
性
優
位
の
民
営
化
を
論
駁
す
る
。
そ
れ
で
は
、
実
体
的
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四
二

57

で
地
位
的
な
イ
ゼ
ン
ゼ
ー
の
制
度
的
思
考
と
は
一
体
何
か
。

3　

形
而
上
学
的
官
僚
制
？

　

（
1
）
こ
の
官
僚
制
の
問
い
に
イ
ゼ
ン
ゼ
ー
は
あ
る
種
形
而
上
学
的
に
答
え
る
。
即
ち
、
職
業
官
僚
制
を
め
ぐ
る
職
務
と
い
う
地
位

（Status

）
、
国
家
と
い
う
実
体
（Substanz

）
が
重
要
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
官
吏
は
職
務
保
持
者
と
し
て
職
務
（A

m
t

）
に
就
任
し
そ
の
任
務
を
遂
行
す
る
。
イ
ゼ
ン
ゼ
ー
曰
く
、
職
務
と
は
所
与

4

4

の

地
位
で
あ
り
、
公
共
善

4

4

4

遂
行
を
目
指
す
。
一
つ
に
、
職
務
の
前
所
与
性
（Vorgegebenheit

）
と
は
、
そ
の
職
務
が
予
め
他
の
諸
職
務

の
連
関
の
中
に
組
込
ま
れ
、
ヨ
リ
包
括
的
な
職
務
秩
序
の
要
素
を
構
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
職
務
は
そ
の
職
務
担
当
者
よ

り
先
に
設
定
さ
れ
て
い
る
筈
で
あ
り
、
自
分
で
新
設
も
受
領
も
譲
渡
も
相
続
も
、
つ
ま
り
そ
も
そ
も
処
分
が
で
き
な
い

）
71
（

。
二
つ
に
、
職

務
を
保
持
す
る
と
は
、
こ
の
地
位
就
任
と
共
に
共
通
善
（G

em
einw

ohl

）
の
実
現
を
目
指
し
、
且
つ
こ
の
公
共
福
祉
へ
の
奉
仕
に
内

面
か
ら
努
力
す
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
倫
理
的
な
職
務
エ
ト
ス
（A

m
tsethos

）
は
、
職
務
保
持
者
に
権
利
で
な
く
義

務
の
束
を
、
自
由
で
な
く
重
い
責
任
を
課
し
て
、
真
剣
な
態
度
を
要
求
す
る

）
72
（

。

　

そ
し
て
、
前
所
与
的
で
公
共
善
的
な
こ
の
職
務
こ
そ
が
二
つ
の
領
域
を
分
か
つ
。
即
ち
、
自
由
と
権
利
と
人
格
の
王
国
と
、
責
任
と

義
務
と
職
務
の
王
国
で
あ
る
。
主
観
的
自
由
を
棄
て
客
観
的
職
務
に
就
い
た
者
は
、
公
共
善
実
現
の
為
に
全
人
格
を
捧
げ
て
、
己
が
旅

立
っ
て
き
た
自
由
の
故
郷
を
守
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

）
73
（

。

　

（
2
）
第
二
に
、
官
吏
に
よ
る
職
務
の
保
持
及
び
遂
行
は
国
家
の
存
在
を
前
提
と
す
る
。
国
家
＝
職
務
秩
序
の
中
で
国
民
＝
公
共
に

奉
仕
す
る
、
と
イ
ゼ
ン
ゼ
ー
は
言
う
。
一
つ
に
、
職
務
保
持
者
と
し
て
の
官
吏
が
組
込
ま
れ
た
連
関
と
は
国
家
で
あ
る
。
即
ち
、
職
務
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と
は
、
国
家
組
織
の

小
単
位
、
国
家
権
力
の
断
片
な
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
国
民
意
思
で
正
統
化
さ
れ
、
議
会
か
ら
行
政
機
構
の
ヒ
エ

ラ
ル
ヒ
ー
を
経
て
、
そ
の
連
鎖
の
末
端
で
職
務
を
行
使
す
る
、
即
ち
国
家
権
力
を
行
使
す
る

）
74
（

。
二
つ
に
、
こ
の
職
務
担
当
者
の
権
力
行

使
が
目
指
す
の
は
国
民
の
福
祉
で
あ
る
。
故
に
、
職
務
保
持
者
は
、
こ
の
公
共
性
故
に
政
党
や
組
合
や
団
体
か
ら
独
立
し
、
自
己
利
益

や
集
団
利
益
か
ら
離
れ
た
、
国
民
の
奉
仕
者
＝
信
託
者
へ
と
変
わ
る
。
利
己
的
な
自
己
実
現
で
な
く
、
禁
欲
的
な
公
益
達
成
こ
そ
職
務

の
理
念
な
の
だ

）
75
（

。

　

そ
し
て
、
国
家
秩
序
中
の
地
位
と
し
て
国
民
に
忠
誠
を
誓
約
す
る
為
の
職
務
が
、
国
家
と
社
会
の
自
由
主
義
的
分
離
を
前
提
に
す
る

と
、
イ
ゼ
ン
ゼ
ー
は
述
べ
る
。
民
主
政
的
正
統
化
（dem

okratische Legitim
ation

）
に
依
る
責
任
と
義
務
と
職
務
の
領
圏
と
、
基
本

権
的
正
統
化
（grundrechtliche Legitim

ation

）
に
基
づ
く
責
任
と
義
務
と
職
務
の
領
圏
、
つ
ま
り
国
家
と
社
会
の
対
抗
で
あ
る

）
76
（

。

　

要
は
、
公
共
善
実
現
の
為
の
前
所
与
的
地
位
と
し
て
の
職
務
と
、
国
民
意
思
を
背
後
に
し
た
職
務
秩
序
と
し
て
の
国
家
が
、
職
業
官

僚
制
の
基
礎
な
の
で
あ
る

）
77
（

。

　

（
3
）
し
か
し
、
イ
ゼ
ン
ゼ
ー
に
よ
れ
ば
、
行
政
改
革
の
先
の
経
済
性
／
採
算
性
優
先
の
思
想
が
、
職
業
官
僚
制
に
潜
む
職
務
た
る
地
位
、

国
家
た
る
実
体
を
破
壊
す
る
。

　

第
一
に
、
ド
イ
ツ
官
僚
制
固
有
の
職
務
エ
ト
ス
（A

m
tsethos

）
は
ジ
ョ
ブ
心
理
（Jobm

entarlität

）
に
成
り
下
が
る
。
一
つ
、
国

民
意
思
と
公
共
福
祉
（G

em
einw

ohl

）
を
人
格
の
全
き
献
身
で
実
現
す
る
そ
の
公
共
的
姿
勢
は
、
サ
ラ
リ
ー
分
に
見
合
う
効
率
／
経

済
中
心
（W

irtschaftlichkeit

）
の
利
己
的
態
度
に
変
わ
る
。
二
つ
、
公
共
善
達
成
に
必
要
な
内
面
的
同
一
化
を
含
む
不
断
の
倫
理
的

奉
仕
（D

ienst

）
は
廃
れ
、
唯
機
能
に
適
い
目
的
に
従
う
だ
け
の
機
械
的
／
技
術
的
労
働
（A

rbeit

）
が
蔓
延
る
。
そ
し
て
三
つ
、
犠

牲
的
献
身
で
公
共
善
実
現
を
そ
の
担
当
者
に
求
め
る
職
務
（A

m
t

）
は
、
作
業
の
効
率
化
を
そ
の
技
術
で
達
成
す
る
だ
け
の
唯
の
機
能
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（Funktion

）
に
変
質
す
る
の
だ

）
78
（

。

　

第
二
に
、
職
業
官
僚
制
の
前
提
た
る
国
家
は
サ
ー
ビ
ス
企
業
（G

ew
ährleistungsunternehm

en

）
へ
と
姿
を
変
え
る
。
一
つ
、
社
会

国
家
全
盛
の
現
在
で
は
、
課
税
し
侵
害
し
支
配
す
る
国
家
で
な
く
、
民
間
組
織
と
同
一
任
務
を
担
う
、
供
給
し
給
付
し
協
力
す
る
国
家

が
登
場
す
る
（
銀
行
、
保
険
、
交
通
事
業
）
。
二
つ
、
故
に
国
家
は
、
他
者
を
政
治
的
に
決
定
／
支
配
す
る
独
自
法
則
を
失
い
、
機
能

的
法
則
性
に
従
う
社
会
／
市
場
の
単
な
る
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
に
成
り
下
が
る
。
三
つ
、
更
に
国
家
は
、
政
治
的
誠
実
や
勤
務
外
忠
誠
を
官

吏
に

早
要
求
せ
ず
、
公
務
員
の
目
的
遂
行
及
び
人
的
組
織
が
唯
合
理
的
で
あ
る
こ
と
の
み
に
期
待
す
る

）
79
（

。

　

要
す
る
に
、
担
当
者
が
座
れ
ば
公
共
善
実
現
を
目
指
す
べ
き
地
位
た
る
職
務
は
、
自
分
都
合
で
賃
金
と
引
換
え
に
己
の
時
間
を
切
売

り
す
る
労
働
者
に
占
拠
さ
れ
、
こ
の
地
位
の
束
で
国
民
意
思
に
奉
仕
す
る
職
務
秩
序
と
な
る
実
体
た
る
国
家
は
、
市
場
経
済
の
下
利
潤

大
化
の
為
人
間
を
道
具
と
し
て
使
う
企
業
に
変
質
す
る

）
80
（

。

　

（
4
）
要
す
る
に
イ
ゼ
ン
ゼ
ー
学
説
で
は
、
職
業
官
僚
制
が
前
提
と
す
る
地
位
と
実
体
、
即
ち
、
職
務
が
壊
れ
国
家
が
崩
れ
れ
ば
、

職
業
官
僚
制
が
崩
壊
す
る
の
で
あ
る
。
職
務
の
官
吏
は
機
能
の
労
働
者
に
、
実
体
の
国
家
は
技
術
の
企
業
に
変
貌
す
る
か
ら
こ
そ
、
こ

の
元
・
官
吏
が
こ
の
元
・
国
家
に
労
働
争
議
に
よ
り
挑
戦
す
る
。
官
吏
ス
ト
を
含
む
職
業
官
僚
制
の
伝
来
的
諸
原
則
の
堅
持
を
彼
が
訴

え
る
の
は
、
職
務
を
機
能
の
浸
食
か
ら
、
国
家
を
企
業
の
侵
略
か
ら
守
抜
く
為
な
の
で
あ
る

）
81
（

。

　

だ
が
、
こ
の
国
家
と
職
務
を
維
持
す
る
こ
と
に
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
と
い
う
か
。
イ
ゼ
ン
ゼ
ー
は
言
う
。
職
務
秩
序
の
国
家
は
自
由

の
為
に
存
在
す
る
の
だ
、
と
。
国
家
秩
序
こ
そ
が
、
全
て
の
人
の
為
の
平
和
な
共
同
生
活
の
条
件
、
即
ち
寛
容
の
枠
組
条
件
と
社
会
全

体
の
理
念
、
端
的
に
は
多
元
主
義
の
社
会
を
保
障
す
る
。
自
由
の
限
界
を
決
定
し
て
他
者
を
拘
束
す
る
者
は
自
由
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
。
故
に
、
職
務
担
当
者
は
市
民
よ
り
も
ヨ
リ
厳
格
な
法
律
の
下
に
置
か
れ
る
の
だ
。
職
務
を
職
務
的
倫
理
か
ら
解
放
す
れ
ば
官
吏
地
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位
は
唯
の
封
建
的
特
権
と
な
り
、
官
吏
を
禁
欲
的
忠
誠
か
ら
解
放
す
れ
ば
そ
の
倫
理
は
快
楽
的
道
徳
自
体
と
な
る
。
ス
ト
権
を
官
吏
に

容
認
す
れ
ば
、
自
由
が
拡
大
す
る
の
で
な
く
、
寧
ろ
法
的
に
保
護
さ
れ
た
自
由
が
廃
棄
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
、
イ
ゼ
ン
ゼ
ー
は
語
る
の
で

あ
る

）
82
（

。
四　

結
語

　

（
1
）
ド
イ
ツ
の
官
吏
ス
ト
禁
止
を
検
討
し
た
本
稿
の
結
論
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
一
つ
、
基
本
法
三
三
条
五
項
の
解
釈
に
よ

り
確
立
済
み
の
官
吏
ス
ト
禁
止
だ
が
、
欧
州
人
権
裁
判
所
の
、
公
務
員
ス
ト
全
面
禁
止
を
排
除
す
る
近
時
の
諸
判
決
で
動
揺
す
る
、
ド

イ
ツ
国
内
の
専
門
裁
判
決
や
一
部
の
国
法
学
学
説
に
も
拘
ら
ず
、
二
〇
一
八
年
六
月
一
二
日
連
邦
憲
法
裁
判
決
で
、
一
方
で
欧
州
人
権

裁
判
例
の
射
程
を
脱
文
脈
化
で
刈
り
込
み
、
他
方
で
機
能
と
地
位
の
概
念
図
式
を
堅
持
す
る
こ
と
で
、
地
位
と
実
体
の
視
点
か
ら
ス
ト

禁
止
の
妥
当
性
が
再
確
認
さ
れ
る
。
二
つ
、
反
ス
ト
禁
止
指
向
の
人
権
条
約
に
当
初
か
ら
批
判
的
な
ド
イ
ツ
学
説
も
、
こ
の
職
業
官
僚

制
の
制
度
的
保
障
の
復
権
に
、
元
々
適
合
的
な
理
解
を
示
す
が
、
そ
れ
は
ケ
ア
ス
テ
ン
新
労
働
法
構
想
の
如
く
、
官
僚
地
位
を
国
家
地

位
に
よ
り
相
対
化
し
、
複
合
的
な
法
的
判
断
を
簡
略
化
す
る
合
理
的
制
度
保
障
で
は
な
く
、
寧
ろ
イ
ゼ
ン
ゼ
ー
学
説
の
如
く
、
公
共
善

実
現
の
地
位
保
持
者
と
し
て
、
且
つ
、
国
家
権
力
の
単
位
と
し
て
官
吏
を
見
る
、
形
而
上
学
的
制
度
保
障
を
想
定
す
る
。

　

経
済
秩
序
や
宗
教
秩
序
か
ら
純
化
さ
れ
た
国
家
探
求
の
憲
法
理
論
か
ら
見
る
と
、
官
吏
と
被
用
者
の
二
元
体
系
と
い
う
ド
イ
ツ
公
勤

務
法
の
特
殊
条
件
と
は
い
え
、
官
吏
ス
ト
禁
止
は
、
制
度
的
保
障
の
地
位
と
実
体
の
下
で
考
察
す
べ
き
と
な
る

）
83
（

。

　

（
2
）
結
局
の
と
こ
ろ
官
僚
制
の
危
機
と
は
、
単
な
る
合
理
的
思
考
の
危
機
で
は
な
く
、
婚
姻
や
大
学
や
教
会
の
危
機
の
如
く
、
制
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度
と
制
度
思
考
の
危
機
な
の
で
あ
る

）
84
（

。
ゲ
ー
レ
ン
人
間
学
は
言
う
。
他
の
動
物
と
違
い
、
野
生
の
ま
ま
で
は
生
存
能
力
を
持
た
ぬ
人
間

の
本
能
的
欠
陥
、
こ
れ
を
補
完
す
る
の
が
制
度
の
意
義
で
あ
る
。
経
験
を
保
存
し
関
係
を
固
定
し
欲
求
を
規
律
し
て
、
人
間
の
負
担
を

免
除
す
る
。
決
定
を
倫
理
的
義
務
に
よ
り
客
観
化
す
る
職
務
も
、
こ
の
意
味
で
制
度
で
あ
る

）
85
（

。

　

だ
が
、
軟
弱
者
た
ち
（Softy

）
が
こ
の
制
度
を
破
壊
す
る
と
、
イ
ゼ
ン
ゼ
ー
は
告
発
す
る
。
彼
ら
は
制
度
に
闘
争
を
挑
む
の
で
な
い
。

た
だ
制
度
を
理
解
し
な
い
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
他
人
に
奉
仕
も
献
身
も
し
な
い
。
自
己
実
現
の
み
が
そ
の
格
率
で
あ
る
。
彼
ら
は
誠
実

さ
を
示
そ
う
と
も
し
な
い
。
快
適
さ
と
自
律
性
の
み
を
要
求
す
る

）
86
（

。
し
か
も
、
未
熟
な
思
春
期
（Pubertät

）
の
社
会
の
前
で
、
制
度

は
溶
解
し
て
い
く
と
も
言
う
。
社
会
が
人
口
論
的
に
高
齢
化
し
て
も
、
世
の
人
は
青
年
の
心
理
を
持
ち
続
け
る
。
超
個
人
で
な
く
個
人
、

文
明
で
な
く
自
然
、
真
剣
で
な
く
遊
び
が
優
先
さ
れ
る
。
制
度
や
職
務
の
危
険
は
外
か
ら
で
な
く
、
職
務
保
持
者
自
身
の
内
か
ら
訪
れ

る
）
87
（

。

　

月
並
み
な
言
い
だ
が
、
イ
ゼ
ン
ゼ
ー
に
就
く
か
は
兎
も
角
、
ス
ト
権
の
問
い
は
職
業
官
僚
制
の
問
い
、
延
い
て
は
社
会
哲
学
の
問
い

と
見
る
べ
き
な
の
で
あ
る

）
88
（

。
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（
3
） 

な
お
、
本
稿
に
関
係
す
る
先
行
業
績
の
一
部
と
し
て
、
塩
野
宏
「
西
ド
イ
ツ
公
務
員
法
制
の
現
代
的
諸
問
題
」
（
一
九
六
九
年
）
同
『
行

政
組
織
法
の
諸
問
題
』
（
有
斐
閣
、
一
九
九
一
年
）
二
〇
四
～
二
三
六
頁
、
根
本
到
「
ド
イ
ツ
公
務
労
使
関
係
法
制
の
現
況
と
日
本
と

の
比
較
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
三
五
号
（
二
〇
一
一
年
）
五
六
～
六
三
頁
、
赤
坂
正
浩
「
公
務
員
の
争
議
禁
止
と
『
全
体
の
奉
仕
者
』
」（
日

本
大
学
）
桜
文
論
叢
九
六
巻
（
二
〇
一
八
年
）
五
六
五
～
五
八
一
頁
。

（
4
） 

こ
の
論
点
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
文
献
は
既
に
膨
大
だ
が
、
主
要
な
作
品
と
し
て
、
職
業
官
僚
制
の
制
度
的
理
解
か
ら
ス
ト
禁
止
に
好

意
的
な
イ
ゼ
ン
ゼ
ー
の
も
の
、
逆
に
官
僚
制
の
事
実
的
変
遷
を
重
ん
じ
批
判
的
な
シ
ュ
ナ
ッ
プ
の
も
の
、
更
に
、
伝
来
的
諸
原
則

全
体
を
含
む
ク
ラ
ウ
ゼ
の
包
括
的
・
歴
史
的
研
究
が
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在
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る
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tenstreik: Zur rechtlichen Zulässigkeit des 

D
ienstkam

pfes, 1972; Friedrich E. Schnapp, B
eam

tenstreik und Streikrecht, 1973; ders., B
eam

tenstreik: Eine Zw
ischenbilanz, 

in: D
Ö

V, 1973, S. 32-40; Ferdinand K
rause D

ie hergebrachten G
rundsätze des B

erufsbeam
tentum

s, 2008, S. 36f.

（
5
） 

R
einhold Zippelius/Thom

as W
ürtenberger, D

eutsches Staatsrecht, 33. A
ufl ., 2018, S. 458. 

（
6
） 

Zippelius/W
ürtenberger, a.a.O

.(A
nm

.5), S. 458f.; C
hristian B

um
ke/A

ndreas Voßkuhle, C
asebook Verfassungsrecht, 7. A

ufl ., 

2015, S. 474-477; D
etref M

erten, Streikfreiheit für B
eam

te kraft Europäischer M
enschenrechtskonvention?, in: H

. Joachim
 / 

M
. Elicker / S. Lam

pert / R
. B

artone(H
rsg.), Freiheit, G

leichheit, Eigentum
 – Ö

ffentliche Franzen und A
bgaben: Festschrift für 

R
udolf W

endt zum
 70. G

eburtstag, 2014, S. 303-330. 

特
に
、
扶
養
原
理
に
関
し
て
参
照
す
べ
き
邦
語
文
献
と
し
て
、
早
津
裕
貴
「
ド

イ
ツ
公
勤
務
者
の
法
的
地
位
に
関
す
る
研
究
（
二
）
」
（
名
大
）
法
政
論
集
二
七
三
号
（
二
〇
一
七
年
）
五
〇
～
五
八
頁
。

（
7
） 

B
VerfG

E 8, 1, 16f. 

（
8
） 

B
VerfG

E 8, 1, 17. V
gl. B

VerfG
E 44, 249, 264; 119, 247, 264; 139, 76, 122; 130, 263, 298. 

し
か
し
、
官
吏
ス
ト
禁
止
が
、
基

本
法
三
三
条
五
項
の
伝
来
的
諸
原
則
の
う
ち
、
固
有
の
原
則
か
派
生
的
原
則
か
に
つ
い
て
は
、
学
説
上
の
争
い
が
あ
る
と
い
う
。

Stefan H
aberm

ann, K
ein Streikrecht für B

eam
ten – Zugleich zum

 K
ooperationsverhältnis von B

VerfG
 und EG

M
R

, in: M
. 

M
odrezejew

ski / K
. N

aum
ann(H

rsg.), Linien der R
echtsprechung des B

undesverfassungsgerichts, B
d. 5, 2019, S. 99-119, 107. 

（
9
） 

H
aberm

ann, a.a.O
.(A

nm
.8), S. 102-104. 

参
照
、
拙
稿
「
待
機
期
間
延
長
に
よ
る
官
吏
恩
給
の
減
額
」
鈴
木
秀
美
・
畑
尻
剛
・
宮
地
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基
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
Ⅳ
』
（
信
山
社
、
二
〇
一
八
年
）
三
〇
三
～
三
〇
七
頁
、
高
田
倫
子
「
裁
判
官
及
び
検
察
官
の
俸
給
の
合

憲
性
」
自
治
研
究
九
二
巻
一
二
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
二
三
～
一
三
一
頁
。

（
10
） 
こ
の
間
、
専
ら
経
済
／
財
政
状
況
に
関
連
す
る
公
務
員
制
改
革
に
対
応
す
る
為
、
基
本
法
三
三
条
五
項
が
二
〇
〇
六
年
に
改
正
さ
れ
る
。

即
ち
、
公
勤
務
の
法
を
「
規
律
す
る
」
で
な
く
「
規
律
し
且
つ
継
続
発
展
さ
せ
る
」
へ
の
修
正
で
あ
る
。
但
し
、
継
続
発
展
の
対
象

は
公
勤
務
法
で
あ
り
、
上
記
の
伝
来
的
諸
原
則
で
は
な
い
か
ら
、
官
吏
ス
ト
禁
止
に
変
化
が
生
ず
る
訳
で
な
い
と
一
般
に
言
わ
れ
る
。

B
um

ke/Voßkuhle, a.a.O
.(A

nm
.6), S. 477. V

gl. Zippelius/W
ürtenberger, a.a.O

.(A
nm

. 5), S. 461. 

（
11
） 

同
条
の
翻
訳
に
つ
き
参
照
、
小
畑
郁
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
人
権
法
の
憲
法
秩
序
化
』（
信
山
社
、
二
〇
一
四
年
）
三
七
八
頁
、
同
ほ
か
『
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
例
Ⅱ
』
（
信
山
社
、
二
〇
一
九
年
）
四
五
八
～
四
五
九
頁
。

 

　

元
々
、
欧
州
人
権
裁
判
所
は
官
吏
ス
ト
に
消
極
的
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
一
つ
に
、
欧
州
人
権
裁
判
所
は
ス
ト
ラ
イ
キ
権

自
体
を
否
定
し
て
い
た
と
い
う
。
人
権
条
約
に
そ
も
そ
も
明
文
規
定
が
な
く
、
ス
ト
以
外
に
も
労
働
組
合
利
益
の
追
求
手
段
が
あ
り
、

且
つ
こ
の
ス
ト
権
は
加
盟
国
内
の
規
制
に
委
ね
ら
れ
る
と
。
二
つ
に
、
私
法
上
の
紛
争
の
適
正
手
続
を
定
め
る
人
権
条
約
六
項
一
項

に
つ
き
、
私
法
上
の
被
用
者
と
公
法
上
の
官
吏
の
概
念
を
明
確
に
区
別
し
て
、
官
吏
法
の
固
有
問
題
を
持
つ
官
吏
概
念
に
は
、
同
六

条
一
項
の
適
用
は
な
い
と
し
て
い
た
。
尤
も
、
人
権
裁
は
既
に
二
〇
〇
〇
年
、
当
該
区
別
を
放
棄
し
、
同
条
の
適
用
が
な
い
の
は
国

家
権
力
を
行
使
す
る
行
政
担
当
者
の
紛
争
の
み
と
判
断
し
て
お
り
、
後
述
の
官
吏
ス
ト
禁
止
に
舵
を
切
る
予
兆
を
見
せ
て
い
た
と
も

言
わ
れ
て
い
る
。D

etlef M
erten, B

erufsfreiheit des B
eam

ten und B
erufsbeam

tentum
, in: ders. / H

.-J. Papier(H
rst.), H

andbuch 

der G
rundrechte, B

d. V, 2013, S. 209-312, 263f.; H
aberm

ann, a.a.O
.(A

nm
. 8), S. 108f.; C

hristoph G
rabenw

arter / K
atharina 

Pabel, Europäische M
enschenrechtskonvention, 6. A

ufl ., 2016, S. 452; H
erm

ann Pünder, K
om

m
unikationsgrundrechte, in: 

D
. Ehlers(H

rsg.), Europäische G
rundrechte und G

rundfreiheiten, 4. A
ufl ., 2014, S. 629-447, 658f. 

判
例
変
更
の
事
情
に
つ

き
、
次
の
ラ
ウ
ビ
ン
ガ
ー
論
文
が
詳
し
く
記
し
て
い
る
。H

ans-W
erner Laubinder, D

as Streikverbot für B
eam

te unter dem
 

A
npassungsdruck des Europarechts, in: M

. B
reuer / A

. Epiney / A
.H

aratsch / S. Schm
ahl / N

.W
eiß(H

rsg.), D
er Staat im

 R
echt: 

Festschrift für Eckart K
lein zum

 70. G
eburtstag, 2013, S. 1141-1173, 1144-1155. 
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（
12
） 

Zippelius/W
ürtenberger, a.a.O

.(A
nm

. 5), S. 459f.; B
um

ke/Voßkuhle, a.a.O
.(A

nm
. 6), S. 475f. 

（
13
） 

D
em

ir u B
aykara gegen die Türkei, N

r. 34503/97. 

参
照
、
倉
田
原
志
「
公
務
員
の
団
結
権
」
小
畑
郁
ほ
か
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁

判
所
の
判
例
Ⅱ
』
（
信
山
社
、
二
〇
一
九
年
）
三
七
六
～
三
八
〇
頁
。
本
判
決
で
は
、
欧
州
人
権
条
約
の
解
釈
方
法
に
も
言
及
が
あ
る

と
言
う
。
即
ち
、
例
外
規
定
は
厳
格
解
釈
せ
よ
と
の
命
題
は
一
般
論
と
し
て
は
妥
当
せ
ず
と
し
て
、
ス
ト
権
を
含
む
団
結
権
を
限
定

す
る
欧
州
人
権
条
約
一
一
条
二
項
の
例
外
規
定
、
そ
の
う
ち
「
軍
隊
、
警
察
」
を
例
示
列
挙
と
す
る
も
、
残
り
の
「
国
家
行
政
」
は

一
般
条
項
的
構
成
要
件
と
評
価
し
て
、
こ
の
受
皿
部
分
は
厳
格
に
で
は
な
く
、
目
的
論
的
＝
拡
張
的
に
、
公
権
力
を
行
使
す
る
者
と

解
釈
す
る
べ
き
と
述
べ
る
。M

erten, a.a.O
.(A

nm
. 6), S. 312-315; ders., a.a.O

.(A
nm

. 11), S. 264; H
aberm

ann, a.a.O
.(A

nm
. 8), S. 

109. 

（
14
） 

Enerji Yapi-Zol Sen gegen die Türkei, N
r. 68959/01. 

そ
の
際
、
欧
州
人
権
条
約
一
一
条
一
項
の
解
釈
に
つ
き
、
ス
ト
権
を
承
認
す

る
欧
州
社
会
法
典
と
国
際
労
働
機
関
・
統
制
機
関
を
、
人
権
裁
は
援
用
し
て
い
る
。
更
に
、
本
判
決
で
も
、
条
約
解
釈
の
方
法
論
的

論
及
が
存
在
し
て
い
る
と
言
う
。
即
ち
、
こ
の
欧
州
人
権
条
約
自
体
を
、
今
日
の
労
働
関
係
を
考
慮
し
つ
つ
解
釈
す
べ
き
「
生
き
た

道
具
（living instrum

ent

）
」
と
特
徴
づ
け
、
そ
の
条
約
解
釈
の
変
更
を
弁
護
す
る
。M

erten, a.a.O
.(A

nm
. 6), S. 310f., 318f.; ders., 

a.a.O
.(A

nm
. 11), S. 265.  

（
15
） 

H
ans H

ofm
ann, Fällt das Streikverbot im

 B
eam

tenverhältnis? A
ktuelle Entw

icklungen und Perspektiven zw
ischen der 

R
echtsprchung des EG

M
R

 und der deutschen G
reichte, in: C

h. W
aldhoff / G

.Thüsing(H
rsg.), Verfassungsfragen des 

A
rbeitskam

pfes, 2014, S. 47-57, 50f. 

（
16
） 

Josef Isensee, Ö
ffentlicher D

ienst, in: E. B
enda / W

. M
aihofer / H

. J. Vogel(H
rsg.), H

andbuch des Verfassungsrechts, 2. A
ufl ., 

1995, S. 1527-1577, 1529f. V
gl. H

ans-Joachim
m

 B
auschke, A

rbeirtsnehm
er und B

eam
te – traditionelle Trennung und aktuelle 

B
erührungen, in: I. Franke / R

. Sum
m

er / H
.-D

. W
eiß (H

rsg.), Ö
ffentliches D

ienstrecht im
 W

andel: Festschrift für W
alther 

Fürst, 2002, S. 57-70. 

 

　

尤
も
、
労
働
協
約
の
下
に
あ
る
被
用
者
と
い
え
ど
も
ス
ト
権
に
は
議
論
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
労
働
組
合
が
執
行
府
と
共
に
労
働
協
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約
を
締
結
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
民
主
的
正
統
化
を
持
た
ぬ
組
合
が
国
家
権
力
を
行
使
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
イ
ゼ
ン
ゼ
ー
曰

く
、
公
勤
務
の
中
の
労
働
争
議
に
は
民
主
主
義
的
欠
損
が
あ
る
。
し
か
し
、
基
本
法
自
体
が
こ
の
協
約
公
務
員
の
存
在
を
前
提
と
し

て
い
る
以
上
、
結
局
、
公
勤
務
の
協
約
自
治
は
保
障
さ
れ
ず
許
容
さ
れ
る
だ
け
の
存
在
と
な
る
。
更
に
問
題
は
、
民
主
的
法
治
国
に

労
働
放
棄
で
闘
争
す
る
ス
ト
ラ
イ
キ
で
あ
り
、
故
に
、
被
用
者
の
ス
ト
権
は
法
律
の
厳
格
な
制
約
下
に
置
か
れ
て
、
公
共
善
を
阻
害

す
る
公
勤
務
の
中
の
労
働
争
議
に
は
強
制
仲
裁
で
対
抗
す
る
こ
と
に
な
る
。Isensee, a.a.O

., S. 1564f.; ders., D
er Tarifvertrag als 

G
ew

erkschafts – Staat – Vertrag, in: W
. Leisner(H

rsg.), D
as B

erufsbeam
tentum

 im
 dem

okratischen Staat, 1975, S. 23-45.

（
17
） 

後
述
の
如
く
、
国
際
法
は
本
来
、
ド
イ
ツ
国
内
法
の
中
で
承
認
法
律
を
通
じ
て
単
純
法
律
の
地
位
の
み
を
持
つ
が
、
こ
れ
も
後
述
の

基
本
法
各
種
条
文
に
よ
り
、
憲
法
条
項
で
あ
れ
法
律
条
項
で
あ
れ
、
可
能
な
限
り
ド
イ
ツ
国
が
国
際
法
上
の
そ
の
義
務
に
違
反
し
な

い
よ
う
解
釈
す
る
べ
き
と
す
る
、
原
理
の
こ
と
で
あ
る
。
憲
法
適
合
解
釈
と
い
い
Ｅ
Ｕ
法
適
合
解
釈
と
い
い
、
当
該
条
項
を
超
え
る

上
位
条
項
に
合
せ
て
解
釈
せ
よ
と
す
る
、
他
の
同
種
の
解
釈
原
理
と
異
な
り
、
こ
の
国
際
法
友
好
性
原
則
は
、
法
律
と
同
位
、
基
本

法
よ
り
下
位
の
人
権
条
約
な
ど
国
際
法
に
適
合
し
て
法
律
や
基
本
法
を
解
釈
せ
よ
と
い
う
点
で
、
特
異
で
あ
る
。C

hristian C
alliess, 

Staatsrecht, B
d. III, 2. A

ufl ., 2018, S. 118-120; M
artin M

orlok / Lothar M
ichael, Staatsorganisationsrecht, 4. A

ufl ., 2018, S. 

252. 

参
照
、
齋
藤
正
彰
『
国
法
体
系
に
お
け
る
憲
法
と
条
約
』
（
信
山
社
、
二
〇
〇
二
年
）
三
三
九
～
三
五
〇
頁
、
同
「
憲
法
の
国
際

法
調
和
性
と
多
層
的
利
権
主
義
」
北
星
論
集
五
二
巻
二
号
（
二
〇
一
三
年
）
三
〇
三
～
三
一
四
頁
、
同
『
憲
法
と
国
際
規
律
』（
信
山
社
、

二
〇
一
六
年
）
一
一
三
～
一
二
三
頁
、
山
田
哲
史
『
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
憲
法
』
（
弘
文
堂
、
二
〇
一
七
年
）
三
五
二
～
四
四
〇
頁
。

（
18
） 

M
erten, a.a.O

.(A
nm

. 6), S. 321-324; ders., a.a.O
.(A

nm
. 11), S. 265f. 

即
ち
、
国
際
／
欧
州
人
権
へ
の
信
奉
は
飽
く
ま
で
基
本
法
秩

序
の
枠
内
で
あ
り
、
主
権
移
譲
を
伴
う
加
盟
で
な
い
欧
州
人
権
条
約
に
憲
法
を
超
え
る
効
力
は
な
く
、
そ
も
そ
も
国
際
法
の
一
般
原

則
と
呼
べ
る
判
決
は
ス
ト
禁
止
の
領
域
に
は
な
い
。

（
19
） 
M

erten, a.a.O
.(A

nm
. 6), S. 325-330; ders., a.a.O

.(A
nm

. 11), S. 266. 

官
吏
ス
ト
権
（
一
部
）
容
認
の
欧
州
人
権
裁
判
所
判
決
へ
の

批
判
的
な
見
解
は
、
メ
ル
テ
ン
の
み
な
ら
ず
、
ド
イ
ツ
国
法
学
の
主
流
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。Fanz Josef Lindner, D

ürfen 

B
eam

te doch streiken?, in: D
Ö

V, 2011, S. 305-309; U
do D

i Fabio, D
as beam

tenrechtliche Streikverbot, 2012, S. vif.; Peter M
. 



職
業
官
僚
制
に
お
け
る
地
位
と
実
体
（
三
宅
）

五
一

48

H
uber, D

ie Zuknft des B
erufsbeam

tentum
s, in: H

. Jochum
 / M

. Elicker / S. Lam
pert / R

. B
artone(H

rsg.), Freiheit, G
leichheit, 

Eigentum
 – Ö

ffentliche Finanzen und A
bgben: Festschrift für R

udolf W
endt zum

 70. G
eburtstag, 2015, S. 127-138, 134-136.  

（
20
） 
な
お
、
学
校
教
師
を
被
用
者
で
な
く
官
吏
と
し
て
扱
う
べ
き
か
、
基
本
法
三
三
条
四
項
と
関
連
さ
せ
れ
ば
、
教
師
を
高
権
主
体
と

見
る
べ
き
か
、
争
い
が
あ
る
。
一
方
で
、
成
績
付
与
、
留
置
決
定
へ
の
参
加
、
上
級
学
校
へ
の
推
薦
、
学
校
取
極
め
の
委
託
、
退

学
な
ど
秩
序
的
措
置
な
ど
高
権
的
権
力
が
認
め
ら
れ
よ
う
が
、
他
方
で
、
成
績
付
与
な
ど
は
寧
ろ
教
師
活
動
の
周
辺
的
部
分
を
成
す

に
す
ぎ
ず
、
そ
の
主
要
任
務
は
授
業
そ
れ
自
体
に
あ
り
、
こ
れ
ら
高
権
的
権
限
の
領
域
か
ら
行
政
の
そ
の
他
の
任
務
を
区
別
し
て
考

え
る
べ
き
と
い
う
見
解
も
あ
る
と
い
う
。A

ndreas Voßkuhle, D
ie institutionelle G

arantie des B
erufsbeam

tentum
s, in: R

. W
ahl 

(H
rsg.), Verfassungsänderung, Verfassungsw

andel, Verfassungsinterpretation, 2008, S. 471-493, 485; Thorsten Ingo Schm
idt, 

B
eam

tenrecht, 2016, S. 108. V
gl. Isensee, a.a.O

.(A
nm

.16), S. 1554. 

ま
た
デ
ィ
＝
フ
ァ
ビ
オ
に
よ
れ
ば
、
一
九
世
紀
初
頭
の
ド
イ

ツ
職
業
官
僚
制
の
確
立
期
、
そ
れ
は
当
時
も
ま
だ
君
主
大
権
の
下
に
あ
る
軍
隊
や
警
察
で
は
な
く
、
学
校
や
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
や
大
学

な
ど
の
諸
教
育
機
関
、
端
的
に
は
給
付
行
政
を
念
頭
に
、
官
吏
エ
ト
ス
や
官
吏
の
独
立
の
確
立
が
主
張
さ
れ
て
い
た
、
と
言
う
、D

i 

Fabio, a.a.O
.(A

nm
. 19), S. 48f. V

gl. B
arbara R

em
m

ert, W
arum

 m
uss es B

eam
te geben?, in: JZ, 2005, S. 53-59, 57; H

ans-Pter 

B
ull, D

as öffentliche D
ienstrecht in der D

iskussion, in: D
Ö

V, 2004, S. 155-163, 159. 

（
21
） 

V
G

 D
üsseldorf, 15.12.2010 – 31 K

 3904/10, R
n. 11. 

（
22
） 

V
G

 D
üsseldorf, 15.12.2010 – 31 K

 3904/10, R
n. 13. 

（
23
） 

V
G

 D
üsseldorf, 15.12.2010 – 31 K

 3904/10, R
n. 14f. 

（
24
） 

V
G

 D
üsseldorf, 15.12.2010 – 31 K

 3904/10, R
n. 15. 

人
権
条
約
違
反
に
拘
ら
ず
ス
ト
禁
止
が
有
効
だ
と
し
て
も
、
原
告
は
勝
訴
す

る
。
つ
ま
り
、
当
該
裁
判
所
は
ス
ト
禁
止
と
こ
れ
を
担
保
す
る
懲
戒
処
分
を
分
け
て
、
民
主
主
義
社
会
で
ス
ト
参
加
官
吏
に
制
裁
を

科
す
為
に
は
、
法
律
上
の
正
当
化
根
拠
が
必
要
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
法
に
は
こ
の
懲
戒
の
法
的
基
礎
は
存
在
せ
ず
、
従
っ
て
ス
ト
禁

止
は
有
効
で
も
、
本
件
懲
戒
は
違
法
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
（R

n. 17-22
）
。

 

同
様
に
、
国
際
条
約
と
同
位
又
は
上
位
の
国
内
の
法
律
及
び
憲
法
と
関
わ
ら
ず
、
人
権
条
約
を
批
准
し
た
以
上
ド
イ
ツ
は
国
際
法
上
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の
義
務
を
負
う
と
し
た
上
で
、
し
か
し
、
国
際
法
友
好
的
解
釈
に
よ
っ
て
も
基
本
法
は
乗
り
越
え
ら
れ
ぬ
か
ら
、
結
局
憲
法
改
正
に

よ
り
憲
法
と
条
約
の
𪗱
𪘚
を
解
消
す
べ
し
と
の
見
解
と
し
て
、Laubinder, a.a.O

.(A
nm

. 11), S. 1171f.
（
25
） 
ヘ
ッ
セ
ン
州
女
性
教
員
へ
の
戒
告
処
分
を
巡
る
同
様
の
事
件
へ
の
、
二
〇
一
一
年
七
月
二
七
日
カ
ッ
セ
ル
行
政
裁
判
決
も
そ
の
数
少
な

い
例
外
の
一
つ
で
あ
る
。
但
し
、
そ
の
見
解
は
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
判
決
よ
り
も
直
截
的
な
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
既
に
見
た
欧
州
人

権
裁
の
二
つ
の
判
決
に
よ
り
、
こ
の
判
決
が
下
し
た
ス
ト
参
加
官
吏
へ
の
懲
戒
処
分
へ
の
否
定
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
を
超
え
、
従
来
の

ス
ト
禁
止
の
憲
法
解
釈
の
変
更
ま
で
も
が
帰
結
す
る
、
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
一
つ
に
、
基
本
法
は
欧
州
人
権
条
約
を
考
慮
し
て
解

釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
故
に
、
人
権
裁
に
よ
る
人
権
条
約
解
釈
に
は
特
別
の
意
味
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
、
二
つ
に
、
二
〇
〇
六

年
導
入
の
基
本
法
三
三
条
五
項
「
継
続
発
展
」
か
ら
し
て
、
同
条
の
伝
来
的
諸
原
則
は
人
権
条
約
に
合
わ
せ
て
読
み
替
え
ら
れ
る
べ

き
こ
と
。
三
つ
に
、
従
っ
て
同
条
の
官
吏
ス
ト
禁
止
の
原
則
も
、
ス
ト
可
能
の
公
務
員
と
ス
ト
禁
止
の
公
務
員
と
に
、
欧
州
人
権
条

約
一
一
条
二
項
二
文
が
求
め
る
如
く
、
区
別
し
て
、
後
者
に
の
み
限
定
的
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
こ
う
主
張
す
る
。V

G
 K

assel, 

27.07.2011 – 28 K
 574/K

S. D
, R

n. 23-31. 

要
す
る
に
本
判
決
は
、
基
本
法
九
条
三
項
と
欧
州
人
権
条
約
一
一
条
と
の
間
に
、
矛
盾

を
認
め
て
基
本
法
改
正
を
求
め
る
の
で
も
、
こ
の
矛
盾
の
解
消
を
議
会
に
求
め
る
の
で
も
な
く
、
国
際
法
友
好
的
解
釈
で
解
決
で
き

る
と
言
う
の
で
あ
る
。

 

　

官
吏
の
ス
ト
権
に
好
意
的
な
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
判
決
と
カ
ッ
セ
ル
判
決
だ
が
、
二
〇
一
一
年
八
月
一
九
年
オ
ス
ナ
ブ
リ
ュ
ッ
ク

行
政
裁
判
決
で
状
況
が
変
わ
る
。
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
男
性
教
員
の
、
こ
れ
も
同
様
の
事
件
を
扱
う
も
の
だ
が
、
官
吏
の
誠
実
義

務
と
扶
養
原
理
か
ら
ス
ト
禁
止
を
導
く
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
従
来
の
判
例
法
理
を
基
礎
に
、
基
本
法
九
条
三
項
の
団
結
権
の
制
約

を
擁
護
し
、
し
か
も
、
欧
州
人
権
裁
判
所
が
説
く
、
国
家
行
政
機
能
を
担
う
公
務
員
な
ら
ば
ス
ト
権
禁
止
を
認
め
る
論
理
は
、
官
吏

と
被
用
者
の
区
別
を
そ
の
機
能
で
な
く
、
そ
の
地
位
で
定
礎
す
る
従
来
の
ド
イ
ツ
基
本
法
の
立
場
と
は
相
容
れ
な
い
と
し
、

後
に
、

ス
ト
禁
止
は
拒
否
せ
ず
と
も
、
ス
ト
参
加
官
吏
の
処
分
を
否
定
す
る
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
行
政
裁
の
立
場
を
明
確
に
拒
絶
す
る
、
こ

の
判
決
で
あ
る
。V

G
 O

snabrück – 19.08.2011 – A
Z: 9A

 1/11, R
n. 24-49. 

後
述
の
ケ
ア
ス
テ
ン
は
、
オ
ス
ナ
ブ
リ
ュ
ッ
ク
判
決
を
、

傍
論
で
は
ス
ト
権
を
肯
定
す
る
も
の
と
断
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
、
そ
し
て
二
〇
一
八
年
連
邦
憲
法
裁
判
決
迄
の
、
ス
ト
禁
止
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を
認
め
る
諸
判
決
の
嚆
矢
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

（
26
） 

表
1
の
注
記
を
参
照
せ
よ
。

（
27
） 

B
Verw

G
E, 149, 117, 122-126 (R

n. 24-33). 

（
28
） 

B
Verw

G
E, 149, 117, 126-130 (R

n. 34-47). 

（
29
） 

B
Verw

G
E, 149, 117, 130f. (R

n. 47-49).

（
30
） 

B
Verw

G
E, 149, 117, 131-133 (R

n. 50-55). 

（
31
） 

B
Verw

G
E, 149, 117, 133-136 (R

n. 57-63). 

基
本
法
の
官
吏
の
ス
ト
禁
止
と
、
欧
州
人
権
条
約
の
高
権
行
政
の
ス
ト
制
約
の
対
抗
関

係
は
立
法
者
が
調
整
す
る
べ
き
だ
と
の
連
邦
行
政
裁
判
所
の
見
解
だ
が
、
そ
れ
は
、
対
抗
調
整
の
選
択
肢
が
様
々
に
あ
る
か
ら
だ
と
、

同
裁
判
所
は
言
う
。
例
え
ば
、
同
じ
く
労
働
争
議
を
制
限
し
て
き
た
教
会
法
上
の
労
働
者
と
同
様
に
、
但
し
、
労
働
協
約
に
至
れ
ば

職
業
官
僚
制
が
破
壊
さ
れ
る
こ
と
に
留
意
し
つ
つ
、
交
渉
や
仲
裁
で
官
吏
労
働
組
合
の
関
与
権
も
検
討
可
能
な
選
択
肢
で
あ
る
と
し
、

更
に
、
既
に
官
吏
俸
給
を
、
労
働
協
約
で
確
定
す
る
給
与
総
額
と
連
動
さ
せ
る
実
務
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
俸
給
を
協
約
交
渉
の
対

象
に
し
う
る
と
論
及
す
る
。B
Verfw

G
E, 149, 117, 136f. (R

n. 64-68). 

（
32
） 

基
本
法
と
人
権
条
約
の
こ
の
衝
突
を
立
法
者
が
調
和
す
る
方
策
は
様
々
あ
る
が
、
神
に
奉
仕
す
る
教
会
、
そ
の
教
会
施
設
た
る
病
院

や
学
校
に
勤
め
る
労
働
者
の
労
働
条
件
を
、
教
会
の
一
方
的
決
定
で
も
、
労
働
協
約
に
よ
る
妥
協
で
も
な
く
、
雇
用
者
と
被
用
者
が

同
数
の
委
員
会
に
よ
る
仲
裁
を
通
じ
て
確
定
す
る
と
い
う
、
教
会
労
働
法
上
の
、
そ
し
て
連
邦
労
働
裁
が
教
会
事
項
に
つ
き
展
開
し

て
き
た
「
第
三
の
道
」
も
検
討
に
値
す
る
と
、
先
の
連
邦
行
政
裁
判
決
が
言
及
し
た
が
（B

Verw
G

E 149, 117, 136 (R
n. 64)

）
、
勿

論
こ
の
構
想
も
後
の
連
邦
憲
法
裁
二
〇
一
八
年
判
決
に
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。V

gl. C
laus D

ierter C
lassen, D

ritter W
eg, in: H

einig/

M
unsonius, 100 B

egriffe aus dem
 Staatskirchenrechts, 2. A

ufl., 2015, S. 39-41; A
rno Schilberg, A

rbeitsrecht, in: H
einig/

R
eisgies(H

rsg.), 100 B
egriffe aus dem

 evangelischen K
irchenrecht, 2019, S. 11-14.

（
33
） 

そ
の
嚆
矢
は
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
行
政
裁
判
決
の
恐
ら
く
直
後
に
執
筆
さ
れ
た
、
法
曹
新
聞
誌
掲
載
の
、
同
行
政
裁
判
決
を
批
判

す
る
リ
ン
ト
ナ
ー
論
文
で
あ
る
。
後
述
の
如
く
、
リ
ン
ト
ナ
ー
自
身
は
官
吏
ス
ト
禁
止
の
全
面
維
持
を
主
張
す
る
者
で
は
な
い
が
、
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こ
の
ド
イ
ツ
的
伝
統
を
尊
重
す
る
姿
勢
は
影
響
力
を
持
っ
た
。
そ
の
後
、
人
権
裁
判
決
に
好
意
的
な
ト
ラ
ウ
ゼ
ン
の
リ
ン
ト
ナ
ー
批

判
も
現
れ
、
人
権
裁
二
判
決
の
射
程
、
三
三
条
四
項
と
五
項
の
関
係
、
官
吏
概
念
の
二
分
論
、
Ｅ
Ｕ
法
の
評
価
な
ど
を
巡
り
、
同
誌

で
両
名
に
よ
る
論
争
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。C

hristian Traulsen, D
as B

eam
tenstreikverbot zw

ischen M
enschenrechtskonvention 

und G
rundgesetz, in: JZ, 2013, S. 65-72; Lindner, Erw

iderung: Zur C
hristian Traulsen JZ 2013, 65-72, in: JZ, 2013, S. 942f.; 

Trausen, Schlussw
ort: Zu Franz Josef Lindner JZ 2013, 942, in: JZ, 2013, S. 943f. 

 

　

な
お
、
シ
ョ
ル
ツ
説
が
興
味
深
く
、
連
邦
憲
法
裁
判
例
法
理
に
は
公
共
善
侵
害
を
団
結
権
の
制
約
根
拠
と
す
る
も
の
が
あ
り
、
こ

れ
よ
り
ス
ト
権
制
約
も
可
能
で
、
更
に
、
団
結
権
保
障
に
は
労
働
争
議
対
等
の
原
理
も
基
本
法
上
含
ま
れ
る
か
ら
、
官
吏
側
の
ス
ト

容
認
は
同
時
に
国
家
側
の
労
働
争
議
手
段
の
容
認
、
つ
ま
り
は
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
容
認
も
導
く
が
故
に
、
欧
州
人
権
裁
の
判
断
に
疑
義

を
唱
え
る
。R

upert Scholz, Ö
ffentlicher D

ienst und D
aseinvorsorge: Verfassungsim

m
anente Schranken des A

rbeitskam
pfes, 

in: P. F. B
ultm

ann / K
. J. G

rigoleit / C
h. G

usy / J. K
ersten / C

h.-W
. O

tto / C
h. Preschel(H

rsg.), A
llgem

eins Verw
altungsrecht: 

Festschrift für U
lrich B

attis zum
 70. G

eburtstag, 2014, S. 577-585, 581-583; ders., K
oalitionsfreiheit, in: J. Isensee/P. 

K
irchhof(H

rsg.), H
andbuch des Staatsrechts, B

d. V
III, 3. A

ufl ., 2010, S. 409-490. 

 

　

但
し
、
欧
州
人
権
裁
判
決
を
契
機
に
、
ド
イ
ツ
的
官
吏
ス
ト
禁
止
の
見
直
し
を
提
案
す
る
、
シ
ュ
ッ
ペ
ア
ト
な
ど
、
有
力

国
法
学
者
の
立
場
も
勿
論
存
在
す
る
。G

unner Folke Schuppert, D
as beam

tenrechtliche Streikverbot auf dem
 Prüfstand: 

Verfassungsrechtliches G
utachten, 2014, S. 15-17.

（
34
） 

A
nna-B

ettina K
aiser, Streikrecht für B

eam
te – Folge einer Fehlrezeption?, in: A

öR
, B

d. 142(2017), S. 417-441, 440.

（
35
） 

K
aiser, a.a.O

.(A
nm

. 34), S. 432f. 

（
36
） 

K
aiser, a.a.O

.(A
nm

. 34), S. 433f. 

カ
イ
ザ
ー
曰
く
、
二
〇
〇
九
年
判
決
を
ド
イ
ツ
に
紹
介
し
た
新
労
働
法
雑
誌
で
は
こ
の
区
別
の
為

の
脱
出
条
項
に
関
す
る
人
権
裁
の
言
及
が
完
全
に
欠
落
し
て
い
た
。
同
様
の
指
摘
は
レ
プ
シ
ウ
ス
に
も
あ
り
、
つ
ま
り
、
こ
の
同
じ

雑
誌
で
判
決
正
文
の
フ
ラ
ン
ス
語
に
は
な
い
筈
の
ド
イ
ツ
語
、
官
吏
が
自
由
に
用
い
ら
れ
、
こ
の
判
決
の
見
出
し
に
「
官
吏
の
ス
ト
権
」

の
キ
ャ
ッ
チ
ー
な
見
出
し
が
つ
け
ら
れ
た
と
。O

liver Lepsius, R
elation: Plädoyer für eine bessere R

echtsw
issenschaft, 2016, S. 
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53f. K
aiser, a.a.O

.(A
nm

.34), S. 432f. 

 

　

因
み
に
、
本
文
で
挙
げ
た
カ
イ
ザ
ー
の
主
張
は
、
欧
州
人
権
裁
判
決
に
基
づ
く
官
吏
ス
ト
解
禁
論
に
対
す
る
七
つ
の
批
判
の
う
ち

の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。
即
ち
、
第
二
に
、
脱
文
脈
化
批
判
と
同
様
、
諸
概
念
の
安
易
な
翻
訳
を
彼
女
は
戒
め
て
、
ス
ト
解
禁
を
主
張

す
る
者
ら
は
、
ド
イ
ツ
的
官
吏
を
持
た
ぬ
ト
ル
コ
の
事
例
で
人
権
裁
が
語
っ
た
フ
ラ
ン
ス
語
の
職
員
の
概
念
を
軽
率
に
も
ド
イ
ツ
の

官
吏
の
概
念
と
同
視
し
て
、
人
権
裁
は
官
吏
ス
ト
禁
止
を
拒
否
し
た
と
即
断
し
て
い
る
。K

aiser, a.a.O
.(A

nm
. 34), S. 435f. 

第
三
に
、

同
じ
脱
文
脈
批
判
だ
が
、
ス
ト
禁
止
の
代
替
物
の
存
在
を
無
視
し
て
、
ド
イ
ツ
に
は
ス
ト
権
は
な
い
が
他
国
に
は
ス
ト
権
は
あ
る
と

指
摘
す
る
の
み
で
、
扶
養
原
理
な
ど
ス
ト
禁
止
の
機
能
的
等
価
物
の
存
在
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
、
と
。K

aiser, a.a.O
.(A

nm
. 34), S. 

436f. 

第
四
に
、
人
権
裁
の
判
例
が
示
す
解
釈
上
の
判
断
余
地
を
見
失
う
べ
き
で
な
く
、
例
え
ば
、
欧
州
人
権
裁
が
公
勤
務
全
体
に
関

わ
る
ス
ト
禁
止
を
拒
否
す
る
と
き
、
国
家
や
公
共
の
安
全
な
ど
の
為
に
労
働
者
団
結
権
の
制
約
を
認
め
る
人
権
条
約
一
一
条
二
項
一

文
の
み
に
触
れ
る
だ
け
な
の
に
、
連
邦
行
政
裁
は
こ
れ
を
誤
り
、
「
軍
隊
、
警
察
、
国
家
行
政
の
所
属
者
」
団
結
権
の
制
約
に
関
わ
る

同
二
文
を
こ
の
欧
州
人
権
裁
判
決
と
結
び
付
け
て
、
そ
の
結
果
、
人
権
裁
判
所
の
趣
旨
は
、
軍
隊
、
警
察
、
国
家
行
政
の
機
能
で
限

定
す
れ
ば
ス
ト
禁
止
を
容
認
す
る
と
の
、
即
ち
、
地
位
で
は
な
く
機
能
や
任
務
に
着
目
す
れ
ば
ス
ト
は
制
限
で
き
る
と
の
判
断
に
あ

り
と
妄
想
し
て
、
基
本
法
と
欧
州
人
権
条
約
と
の
対
立
を
捏
造
す
る
。K

aiser, a.a.O
.(A

nm
. 34), S. 437f. 

第
五
に
、
人
権
裁
判
決
の

方
法
論
上
の
瑕
疵
の
検
討
が
欠
如
し
て
お
り
、
即
ち
、
一
つ
、
人
権
裁
が
ト
ル
コ
未
加
盟
の
条
約
を
援
用
し
て
解
釈
し
た
こ
と
、
二
つ
、

人
権
裁
が
条
約
一
一
条
二
項
二
文
に
全
く
言
及
せ
ず
に
判
決
し
た
こ
と
、
二
点
か
ら
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
が
同
判
決
に
拘
束
さ
れ
る
の
か
、

検
討
の
余
地
が
あ
る
。K

aiser, a.a.O
.(A

nm
. 34), S. 426f., 437f. 

第
六
に
、
官
吏
ス
ト
禁
止
の
前
に
職
業
官
僚
制
自
体
へ
の
検
討
の

余
地
が
あ
り
、
即
ち
、
官
吏
ス
ト
の
是
非
が
問
わ
れ
る
事
例
の
大
半
、
教
師
ス
ト
を
眺
め
れ
ば
、
そ
も
そ
も
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
以
来

の
教
師
の
官
吏
化
を
再
吟
味
す
べ
き
で
あ
る
。K

aiser, a.a.O
.(A

nm
. 34), S. 438f. 

第
七
に
、
人
権
裁
判
決
の
方
向
づ
け
作
用
に
ま
だ

限
界
づ
け
の
可
能
性
が
あ
り
、
つ
ま
り
、
訴
訟
当
事
者
で
な
い
加
盟
国
が
他
国
の
法
秩
序
の
事
例
を
予
め
考
慮
す
る
こ
と
こ
そ
、
人

権
裁
の
負
担
軽
減
や
人
権
条
約
の
実
効
性
役
立
つ
け
れ
ど
、
人
権
裁
に
は
各
国
の
特
殊
事
情
を
考
慮
す
る
際
に
用
い
る
評
価
の
余
地

と
い
う
言
い
回
し
が
あ
り
、
ド
イ
ツ
国
内
の
実
務
や
学
説
が
先
走
っ
て
欧
州
人
権
裁
に
服
従
し
て
、
こ
の
概
念
の
使
用
を
封
じ
て
し



職
業
官
僚
制
に
お
け
る
地
位
と
実
体
（
三
宅
）

五
六

43

ま
う
の
は
必
ず
し
も
妥
当
で
な
い
。K

aiser, a.a.O
.(A

nm
. 34), S. 439f. 

（
37
） 

K
aiser, a.a.O

.(A
nm

. 34), S. 432; dies., A
rt. 33, in: P. M

. H
uber / A

. Voßkuhle(H
rsg.), G

rundgesetz K
om

m
entar, B

d. 2, 7. A
ufl ., 

2018, S. 807-845, 865f. 

 

　

こ
の
判
例
法
理
の
文
脈
化
の
前
提
に
カ
イ
ザ
ー
独
自
の
文
脈
化
の
理
解
が
あ
る
。Anna-B

ettina K
aiser, Ist die B

egriffsgeschichite 

noch zu retten?: Ein W
ierderbelebungsversuch, in: R

echtsgeschichite, B
d. 19(2011), S. 142-151. 

第
一
に
、
彼
女
は
シ
ュ
ト
ル

ア
イ
ス
の
法
史
学
方
法
論
へ
の
反
省
を
紹
介
す
る
。
つ
ま
り
、
二
〇
世
紀
後
半
の
ド
イ
ツ
法
史
学
の
誇
る
概
念
史
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
の

批
判
、
言
語
論
的
展
開
と
構
成
主
義
批
判
と
概
念
史
衰
退
の
三
つ
の
落
胆
＝
欺
瞞
離
脱
を
経
て
、
大
戦
後
年
以
降
の
法
史
学
の
欠
陥

が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
。K

aiser, S. 143-145. 

一
つ
に
、
概
念
へ
の
着
目
は
非
概
念
＝
非
言
語
的
存
在
の
排
除
を
可
能
に
し
て
、

ド
イ
ツ
史
学
が
戦
後
社
会
と
和
解
す
る
為
の
心
地
良
い
手
段
を
提
供
し
た
こ
と
。
二
つ
に
、
言
葉
は
定
義
さ
れ
、
概
念
は
了
解
さ
れ

る
と
の
そ
の
二
元
論
的
言
語
理
解
は
、
そ
も
そ
も
両
者
の
区
別
は
不
可
能
だ
と
し
て
戦
後
は
破
綻
し
た
こ
と
。
三
つ
に
、
概
念
史
が

狙
う
、
概
念
の
背
後
で
の
物
象
の
本
質
の
探
究
は
、
ド
イ
ツ
観
念
論
の
伝
統
に
反
し
、
寧
ろ
形
而
上
学
な
き
法
史
学
が
必
要
で
あ
る

こ
と
。
四
つ
に
、
概
念
史
に
基
づ
く
法
史
学
は
、
こ
の
反
歴
史
的
／
超
時
間
的
本
質
の
探
求
か
ら
具
体
的
に
法
推
論
を
行
う
と
い
う
、

概
念
法
学
の
誤
り
を
犯
す
こ
と
。K

aiser, S. 145-147. 

し
か
し
第
二
に
、
カ
イ
ザ
ー
は
概
念
史
か
ら
の
完
全
撤
退
も
よ
し
と
は
し
な

い
。
概
念
史
の
ナ
チ
時
代
の
成
立
か
ら
戦
後
の
発
展
と
い
う
人
的
連
続
は
兎
も
角
も
、
第
一
に
、
映
像
や
経
験
な
ど
の
概
念
な
ら
ざ

る
も
の
を
排
除
す
る
そ
の
態
度
は
問
題
で
、
理
論
的
態
度
や
概
念
の
形
成
が
立
ち
現
れ
て
く
る
地
平
＝
文
脈
へ
の
考
慮
な
く
し
て
は
、

即
ち
文
脈
化
な
く
し
て
は
概
念
史
の
説
得
力
は
失
わ
れ
る
。
第
二
に
、
概
念
史
相
対
化
の
契
機
と
な
っ
た
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

と
て
も
、
言
葉
意
味
を
言
葉
使
用
に
完
全
還
元
す
る
過
激
な
語
用
論
的
立
場
を
採
ら
ず
に
、
寧
ろ
コ
ン
セ
プ
ト
に
基
づ
く
、
概
念
使

用
の
文
脈
化
を
要
求
す
る
に
過
ぎ
な
い
。K

aiser, S. 147-150. 
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
戦
後
法
史
学
の
方
法
論
的
進
歩
の
為
に
は
、
従
来

の
概
念
史
的
立
場
の
放
棄
で
な
く
、
文
脈
化
に
よ
る
そ
の
展
開
を
カ
イ
ザ
ー
は
要
求
す
る
。
裁
判
所
の
判
例
法
理
の
射
程
を
狭
め
る

と
い
う
機
能
と
い
う
点
で
は
、
本
論
で
言
及
し
た
文
脈
化
と
、
法
史
学
方
法
論
に
お
け
る
文
脈
化
は
、
同
旨
で
あ
ろ
う
。V

gl. K
aiser, 

Schafft sich die Verfassungsgeschichte ab?, in: M
. Stolleis, Verfasssungs(ge)schichten, 2017, S. 77-90, 89f.
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尤
も
、
こ
の
文
脈
化
は
、
レ
プ
シ
ウ
ス
の
名
を
挙
げ
ず
と
も
、
連
邦
憲
法
裁
の
法
理
に
よ
る
政
治
又
は
立
法
者
へ
の
介
入
批
判
で
検

討
さ
れ
て
き
た
点
で
あ
る
。
欧
州
人
権
裁
判
例
へ
の
制
約
が
逆
に
連
邦
憲
法
裁
判
例
の
拡
大
を
齎
す
な
ら
ば
、
連
邦
憲
法
裁
批
判
の
論

拠
と
し
て
の
文
脈
化
の
援
用
は
場
当
た
り
的
と
な
ろ
う
。O

liver Lepsius, R
elation: Plädoyer für eine bessere R

echtsw
issenschaft, 

2016, S. 53-56; ders., D
ie m

aßstabsetzende G
ew

alt, in: D
as entgrenzte G

ericht, 2011, S. 159-279, 200-202

（
レ
プ
シ
ウ
ス
（
棟

居
快
行
訳
）
「
基
準
定
立
権
力
」
同
ほ
か
『
越
境
す
る
司
法
』
（
風
行
社
、
二
〇
一
四
年
）
一
六
六
ー
一
六
八
頁
）
。 

な
お
、
拙
稿
「
官

吏
恩
給
法
の
法
律
解
釈
の
遡
及
的
変
更
」
鈴
木
秀
美
・
畑
尻
剛
・
宮
地
基
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
Ⅳ
』
（
信
山
社
、
二
〇
一
八
年
）

二
六
四
頁
注
14
。
更
に
、
レ
プ
シ
ウ
ス
、
イ
ェ
シ
ュ
テ
ト
な
ど
の
ケ
ル
ゼ
ン
学
派
批
判
に
つ
き
参
照
。Frick, D

ie Staatsrechtslehre 

im
 Streit, 2018, S. 186-202; 

拙
稿
（
前
掲
注2

）
九
四
頁
注
18
．

（
38
） 

B
VerfG

E 148, 296(1 B
vR

 1738/12, 2 B
vR

 1395/13, 2 B
vR

 1068/14, 2 B
V

R
 646/15). 

参
照
、
拙
稿
「
基
本
法
上
の
官
吏
ス
ト
ラ

イ
キ
の
禁
止
と
欧
州
人
権
条
約
」
自
治
研
究
九
五
巻
八
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
五
四
～
一
六
一
頁
。
本
判
決
は
表
1
、
表
2
、
表
3

で
挙
げ
た
4
事
件
に
関
す
る
憲
法
異
議
を
扱
う
。

（
39
） 

B
VerfG

E 148, 296, 356-373(R
n.137-162). 

ス
ト
参
加
官
吏
へ
の
処
分
と
判
決
の
基
本
法
適
合
性
は
、
こ
れ
ら
の
人
権
条
約
適
合
性

と
同
様
、
典
型
的
な
三
段
階
審
査
の
手
順
で
踏
ま
れ
た
と
説
く
見
解
に
、 Zornow, Streikverbot für B

eam
te, in: JuS, 2018, S. 1082-

1084. 

（
40
） 

V
gl. Jürgen Lorse, D

er B
eam

tenstreik ist abgesagt, in: ZB
R

, 2018, S. 325-335, 333.

（
41
） 

B
VerfG

E 148, 296, 353f. (R
n. 131). 

（
42
） 

B
VerfG

E 148, 296, 354f. (R
n. 132, 173f.). 

 

　

し
か
し
、
基
本
法
適
合
性
に
つ
い
て
も
、
欧
州
人
権
条
約
適
合
性
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
三
段
階
審
査
で
合
憲
性
と
合
条
約
性
が

確
認
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
基
本
法
の
国
際
法
友
好
的
解
釈
が
不
要
と
さ
れ
た
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
（148, 296, 378f. (R

n. 

172)

）
。
因
み
に
、
連
邦
憲
法
裁
で
基
本
法
の
国
際
法
友
好
的
解
釈
が
実
施
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
系
属
前
、
同
一
事
件
に
欧
州
人
権
裁

の
判
決
が
下
さ
れ
る
場
合
だ
と
い
う
。
な
お
、
本
件
で
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
二
〇
一
八
年
六
月
一
二
日
判
決
の
後
に
、
そ
の
申
立



職
業
官
僚
制
に
お
け
る
地
位
と
実
体
（
三
宅
）

五
八

41

人
が
欧
州
人
権
裁
判
所
へ
の
出
訴
を
行
っ
た
と
も
報
道
さ
れ
て
い
る
。H

aberm
ann, a.a.O

.(A
nm

.8), S, 117, 119.
（
43
） 

B
VerfG

E 148, 296, 379-381(R
n. 173-175). 

具
体
的
に
は
、
欧
州
人
権
裁
二
〇
〇
八
年
判
決
か
ら
は
、
公
務
員
全
て
を
団
結
自
由

か
ら
排
除
で
き
な
い
が
、
そ
の
人
権
に
制
約
を
課
す
こ
と
が
可
能
と
い
う
、
評
価
と
い
う
意
味
で
の
基
本
言
明
が
同
定
で
き
、
同

二
〇
〇
九
年
判
決
か
ら
は
、
労
働
組
合
に
は
聴
聞
を
受
け
て
自
身
の
利
益
を
保
護
す
る
権
利
が
あ
る
と
い
う
、
普
遍
化
可
能
な
解
釈

格
率
が
確
認
で
き
る
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
、
官
吏
に
ス
ト
権
を
禁
止
す
る
こ
と
、
労
働
組
合
が
労
働
条
件
を
規
定
す
る
立
法
手
続
に
参

加
す
る
で
き
る
こ
と
と
い
う
現
行
法
に
、
欧
州
人
権
条
約
と
一
致
が
あ
る
と
言
う
。
し
か
し
、
テ
ク
ス
ト
で
な
く
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を

重
視
す
る
と
い
う
こ
の
態
度
は
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
差
し
引
い
た
テ
ク
ス
ト
以
上
に
抽
象
的
な
次
元
で
基
本
法
と
人
権
条
約
の
間
に

一
致
が
あ
れ
ば
よ
い
と
い
う
、
空
虚
な
解
決
策
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
文
脈
と
い
う
論
拠
は
、
ド
イ
ツ
憲
法
の
具
体
的
な
事
情
を

考
慮
す
る
よ
り
も
、
欧
州
人
権
条
約
の
内
実
を
希
薄
化
さ
せ
る
方
向
へ
と
作
用
し
て
い
る
。

（
44
） 

B
VerfG

E 148, 296, 371f. (R
n. 161). 

（
45
） 

B
VerfG

E 148, 296, 372 (R
n. 161). 

ド
イ
ツ
公
勤
務
法
固
有
の
官
吏
と
被
用
者
の
区
別
を
維
持
す
る
結
論
に
加
え
て
、
憲
法
裁
は
、

ド
イ
ツ
教
育
職
員
が
人
権
条
約
一
一
条
二
項
二
文
の
国
家
行
政
の
帰
属
者
（
基
本
法
流
に
言
え
ば
同
三
三
条
四
項
の
国
家
高
権
の
主

体
）
に
該
当
す
る
か
の
問
い
に
は
、
欧
州
人
権
裁
が
未
だ
回
答
し
た
こ
と
は
な
い
と
論
及
し
、
反
面
、
教
育
職
員
の
官
吏
該
当
性
の

問
い
に
、
肯
定
的
見
解
を
示
唆
し
て
い
る
。B

VerfG
E 148, 296, 386-389 (R

n. 184-188).　

前
掲
注
20
も
参
照
。

（
46
） 

官
吏
ス
ト
禁
止
が
基
本
法
上
の
職
業
官
僚
制
保
障
の
帰
結
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
従
来
の
判
例
法
理
を
踏
襲
し
た
、
こ
の
連
邦
憲
法
裁

判
決
へ
の
批
判
は
少
な
い
。
し
か
し
、
欧
州
人
権
の
潮
流
に
反
す
る
、
こ
の
結
果
妥
当
性
へ
の
批
判
も
あ
る
。
例
え
ば
、
ハ
ン
ブ
ル

ク
・
ブ
ツ
ェ
リ
ウ
ス
法
科
大
学
院
で
同
僚
の
労
働
法
学
者
ヤ
コ
ブ
ス
と
Ｅ
Ｕ
法
学
者
パ
ヤ
ン
デ
共
著
論
文
は
、
判
決
を
厳
し
く
批
判

す
る
。M

atthias Jacobs/M
ehrdad Payandeh, D

as beam
tenrechtliche Streikverbot: K

onveitonsrechtliche Im
m

unisierung durch 

verfaasungsgerichtliche Petrifi zierung, in: JZ, 2019, S. 19-26. 

（
47
） 

従
っ
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
例
と
欧
州
人
権
裁
判
例
と
の
間
に
齟
齬
が
な
い
以
上
、
前
者
を
後
者
に
適
合
さ
せ
る
国
際
法
友
好
的
解
釈

の
必
要
も
な
い
こ
と
に
な
る
。B

VerfG
E 148, 296, 378f.(R

n. 172). 

こ
の
法
理
の
役
目
は
、
労
働
協
約
締
結
を
目
的
と
す
る
ス
ト
権



職
業
官
僚
制
に
お
け
る
地
位
と
実
体
（
三
宅
）

五
九

40

と
い
う
、
団
結
自
由
の
核
心
部
分
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
を
目
的
と
し
な
い
官
吏
ス
ト
権
と
い
う
団
結
自
由
の
周
辺
部
分
も
基
本
法
九
条

三
項
の
保
護
領
域
へ
と
含
め
る
こ
と
が
、
欧
州
人
権
条
約
の
趣
旨
に
適
う
と
、
い
わ
ば
後
付
け
で
援
用
さ
れ
る
に
留
ま
る
。B

VerfG
E 

148, 296, 359f.(R
n. 140).

（
48
） 

B
VerfG

E 148, 296, 347-349, 363-365 (R
n. 121-124, 149-152). 

（
49
） 

B
VerfG

E 148, 296, 345f., 365f.(R
n. 119, 153). 

（
50
） 

Jens K
ersten, N

eues A
rbeitskam

pfrecht, 2013. 

（
51
） 

K
ersten, a.a.O

.(A
nm

. 50), S. 28-31. V
gl. K

ersten, D
er Streik in der D

aseinsvorsorge, in: C
h. W

aldhoff / G
. Thüsing(H

rsg.), 

Verfassungsfragen des A
rbeitskam

pfes, 2014, S. 15-46, 22f. 

（
52
） 

K
ersten, a.a.O

.(A
nm

. 50), S. 32. 

（
53
） 

K
ersten, a.a.O

.(A
nm

. 50), S. 34f.; ders., K
oalitionsfreiheit als K

am
pfm

ittelfreiheit? – Zugleich ein B
eitrag zur „G

overnance 

der Schw
ärm

e

“, in: V. R
ieble / A

. Junker/R
. G

iesen (H
rsg.), N

eues A
rbeitskam

pfrecht, 2010, S. 61 ff.

（
54
） 

K
ersten, a.a.O

.(A
nm

. 50), S. 35f. 38. V
gl. ders./C

laudia N
eu/B

erthold Vogel, Politik des Zusam
m

enhalts: Ü
ber D

em
okratie 

und B
ürokratie, 2019.

（
55
） 

K
ersten, a.a.O

.(A
nm

. 50), S. 3-5.

（
56
） 

K
ersten, a.a.O

.(A
nm

. 50), S. 5f. 

ケ
ア
ス
テ
ン
の
他
に
も
、
欧
州
人
権
裁
判
決
を
媒
介
と
し
た
ド
イ
ツ
官
吏
ス
ト
禁
止
へ
の
疑
義
、

こ
れ
を
契
機
と
し
た
制
度
的
保
障
重
視
の
学
説
が
存
在
す
る
。G

unner Folke Schuppert, Institutionen und R
echt: D

as B
eispiel des 

B
erufsbeam

tentum
, in: P. F. B

ultm
ann / K

. J. G
rigoleit / C

h. G
usy / J. K

ersten / C
h.-W

. O
tto / C

h. Preschel(H
rsg.), A

llgem
eins 

Verw
altungsrecht: Festschrift fü U

lrich B
attis zum

 70. G
eburtstag, 2014, S. 519-531. 

（
57
） 
K

ersten, a.a.O
.(A

nm
. 50), S. si.

（
58
） 

官
吏
地
位
に
着
目
し
た
ス
ト
禁
止
の
維
持
を
主
張
し
、
且
つ
法
学
の
形
而
上
学
的
復
権
を
提
唱
す
る
リ
ン
ト
ナ
ー
だ
が
、
新
労
働
争

議
法
へ
の
ケ
ア
ス
テ
ン
の
批
判
、
職
業
官
僚
制
の
制
度
的
思
考
の
強
調
を
、
概
ね
支
持
し
て
い
る
よ
う
で
、
（
ケ
ア
ス
テ
ン
の
こ
の
書
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物
を
国
法
学
者
／
官
吏
法
学
者
の
必
読
書
と
言
う
）
彼
の
制
度
的
思
考
が
合
理
的
論
証
手
段
に
過
ぎ
ぬ
こ
と
に
特
段
の
言
及
は
な
い
。

Franz Josef Lindner, B
esprechung von Jens K

ersten, N
eues A

rbeitskam
pfrecht, 2012, in: ZB

R
; 2013, S. 177f. 

我
々
が
見
た
後

の
連
邦
憲
法
裁
判
決
か
ら
す
れ
ば
、
官
僚
制
の
実
体
と
し
て
の
本
質
に
形
而
上
学
的
要
素
を
発
見
し
て
も
よ
さ
そ
う
だ
が
、
元
々
リ
ン

ト
ナ
ー
の
言
う
形
而
上
学
そ
の
も
の
が
実
は
法
学
で
は
限
定
的
な
意
味
し
か
持
た
な
い
。Franz Josef Lindner, R

echtsw
issenschaft 

als M
etaphysik, 2017, S. 1-23. 

 

　

ケ
ア
ス
テ
ン
に
触
発
さ
れ
制
度
思
考
の
重
要
性
を
説
く
シ
ュ
ッ
ペ
ル
ト
も
同
様
。
国
家
機
能
や
法
的
安
定
の
実
現
に
役
立
つ
も
の

と
職
業
官
僚
制
を
概
念
把
握
し
、
故
に
官
吏
関
係
の
特
殊
性
を
機
能
的
に
、
即
ち
そ
の
遂
行
任
務
の
特
殊
性
か
ら
理
解
し
、
職
業
官

僚
制
の
機
能
拘
束
的
保
障
を
主
張
す
る
の
が
彼
な
の
で
あ
る
。G

unner Folke Schuppert, Institutionen und R
echt: D

as B
eispiel des 

B
erufsbeam

tentum
, in: P. F. B

ultm
ann / K

. J. G
rigoleit / C

h. G
usy / J. K

ersten / C
h.-W

. O
tto/C

h. Preschel(H
rsg.), A

llgem
eins 

Verw
altungsrecht: Festschrift für U

lrich B
attis zum

 70. G
eburtstag, 2014, S. 519-531, 522-524. 

だ
が
、
官
吏
身
分
を
機
能
で

な
く
身
分
そ
れ
自
体
と
し
て
認
識
し
、
そ
こ
か
ら
機
能
に
区
別
さ
れ
ぬ
、
身
分
に
由
来
す
る
も
の
と
官
吏
ス
ト
禁
止
を
了
解
し
た
、

二
〇
一
八
年
憲
法
裁
判
決
に
、
こ
の
シ
ュ
ッ
ペ
ル
ト
も
裏
切
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

（
59
） 

Josef Isensee, A
ffekte gegen Institutionen – überlebt das B

erufsbeam
tentum

?, in: ZB
R

, 1998, S. 295-312. 

（
60
） 

Isensee, a.a.O
.(A

nm
. 59), S. 302. 

一
九
六
〇
年
代
の
官
僚
制
批
判
に
つ
い
て
、Isensee, a.a.O

.(A
nm

. 59), S. 297f. 

（
61
） 

Isensee, a.a.O
.(A

nm
. 59), S. 302. 

イ
ゼ
ン
ゼ
ー
は
以
上
を
、
左
右
か
ら
の
職
業
官
僚
制
批
判
だ
と
も
言
い
換
え
る
。
一
方
で
社
会
主

義
の
反
官
僚
制
感
情
、
他
方
で
近
代
経
済
学
の
諸
批
判
が
あ
る
。
即
ち
、
左
か
ら
は
、
一
九
世
紀
以
来
の
官
憲
国
家
の
ト
ラ
ウ
マ
、
労

働
者
社
会
を
理
想
と
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
組
合
に
抵
抗
す
る
こ
の
職
業
身
分
へ
の
反
感
、
右
か
ら
は
、
効
率
性
や
商
人
的
感
性
や

法
的
な
機
動
性
を
特
に
重
ん
じ
る
思
考
、
ア
メ
リ
カ
流
経
営
ル
ー
ル
で
行
政
を
変
革
す
る
思
想
が
、
官
僚
制
を
拒
否
す
る
。Isensee, 

a.a.O
.(A

nm
. 16), S. 1522; ders., B

eam
tentum

 – Sonderstatus in der G
leichheitsgesellschaft, in: ZB

R
, 1988, S. 141-152, 142. 

（
62
） 

Isensee, a.a.O
.(A

nm
. 59), S. 302. 

経
営
的
思
考
→
経
営
学
的
意
味
で
の
成
果
主
義
。Isensee, a.a.O

.(A
nm

. 59), S. 302.

（
63
） 

Isensee, a.a.O
.(A

nm
. 59), S. 302f.
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（
64
） 

Isensee, a.a.O
.(A

nm
. 59), S. 303; ders., a.a.O

.(A
nm

. 61), S. 144f. 
（
65
） 

Isensee, a.a.O
.(A

nm
. 59), S. 303.

（
66
） 

Isensee, a.a.O
.(A

nm
. 16), S. 1555f.; ders., a.a.O

.(A
nm

. 59), S. 303.

（
67
） 

Isensee, a.a.O
.(A

nm
. 59), S. 304. 

（
68
） 

Isensee, a.a.O
.(A

nm
. 59), S. 304; ders., a.a.O

.(A
nm

. 16), S.1152,

（
69
） 

な
お
、
以
上
の
ア
メ
リ
カ
的
経
営
学
主
義
に
よ
る
職
業
官
僚
制
の
浸
食
と
共
に
、
社
会
主
義
／
マ
ル
ク
ス
主
義
の
職
務
思
想
批
判
に
も

イ
ゼ
ン
ゼ
ー
は
言
及
す
る
。
つ
ま
り
、
社
会
主
義
は
前
革
命
的
な
官
僚
制
を
破
壊
し
た
後
に
、
誰
も
か
れ
も
官
吏
化
し
、
党
の
計
画

の
実
施
や
社
会
主
義
的
公
共
善
へ
の
献
身
に
見
合
う
利
他
的
に
労
働
に
邁
進
す
る
人
材
へ
と
再
リ
ク
ル
ー
ト
す
る
の
だ
と
指
摘
す
る
。

職
務
エ
ト
ス
は
資
本
主
義
国
家
の
欺
瞞
で
あ
り
、
支
配
者
の
階
級
利
益
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
や
支
配
者
階
級
で
も
被
抑
圧
階
級
で
も
、

党
派
的
で
あ
る
こ
と
を
オ
ー
プ
ン
に
し
て
、
だ
が
被
抑
圧
階
級
の
為
の
党
派
性
エ
ト
ス
が
必
要
な
の
だ
。
要
す
る
に
、
こ
の
マ
ル
ク

ス
主
義
も
職
業
官
僚
制
を
解
体
す
る
、
と
彼
は
言
う
。Isensee, a.a.O

.(A
nm

. 61), S. 151; ders., G
em

einw
ohl und öffenliches A

m
t, 

2014, S. 85. 

（
70
） 

V
gl. U

lrich B
attis, H

ergebrachte G
rundsätze versus Ö

konom
ism

us: D
as deutsche B

eam
tenrecht in der M

odernisierungsfälle?, 

in: D
Ö

V, 2001, S. 309-317. 

（
71
） 

Isensee, a.a.O
.(A

nm
.4), S. 46f. ; ders., Transform

ation von M
acht in R

echt – das A
m

t, in: ZB
R

, 2004, S. 3-12, 7f. 

 

　

こ
の
職
務
の
処
分
不
能
性
は
、
職
務
保
持
者
は
職
務
所
有
者
で
な
く
、
単
な
る
職
務
管
理
者
に
過
ぎ
ぬ
と
い
う
イ
ゼ
ン
ゼ
ー
に
よ

る
指
摘
に
も
顕
現
し
て
い
る
。Isensee, a.a.O

.(A
nm

.69), S. 113.

（
72
） 

Isensee, a.a.O
.(A

nm
.4), S. 48-52; ders., a.a.O

.(A
nm

.71), S. 7f.; ders., D
as A

m
t als M

edium
 des G

em
einw

ohls in der 

freiheitlichen D
em

okratie, in: G
. F. Schuppert / F. N

eidhardt(H
rsg.), G

em
einw

ohl – A
uf der suche nach Supstanz, 2002, S. 

241-270, 

（
73
） 

Isensee, a.a.O
.(A

nm
.4), S. 126-130; ders., a.a.O

.(A
nm

.59), S. 302; ders., a.a.O
.(A

nm
.61), S. 150-152; ders., a.a.O

.(A
nm

.71), S. 
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3f., 6; ders., A
m

tsw
alter und G

rundrechtsträger in Personalunion: der B
eam

te, in: P. F. B
ultm

ann / K
. J. G

rigoleit / C
h. G

usy / J. 

K
ersten / C

h.-W
. O

tto / C
h. Preschel(H

rsg.), A
llgem

eines Verw
altungsrecht: Instittut, K

ontexte, System
: Festschrift fü U

lrich 

B
attis zum

 70. G
eburtstag, 2014, S. 557-575.

 

　

こ
の
職
務
エ
ト
ス
は
、
職
務
の
客
観
性
と
人
格
の
主
観
性
か
ら
も
説
明
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
国
家
任
務
が
細
分
化
さ
れ
て
配
分
さ
れ

る
職
務
義
務
は
客
観
的
だ
が
、
そ
れ
を
担
う
各
職
務
保
持
者
は
、
肉
体
と
霊
魂
、
年
齢
と
性
別
、
出
身
と
経
験
、
好
き
と
嫌
い
が
バ

ラ
バ
ラ
で
、
各
人
そ
れ
ぞ
れ
が
持
つ
確
信
は
主
観
的
で
あ
る
。
こ
の
職
務
義
務
の
客
観
性
に
各
人
人
格
の
主
観
性
を
適
合
さ
せ
ね
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
客
観
性
と
主
観
性
の
矛
盾
、
こ
の
矛
盾
に
よ
る
職
務
国
家
失
敗
の
危
険
を
回
避
す
る
為
に
、
職
務
保
持
者
に
倫
理

的
義
務
と
個
人
的
責
任
を
課
し
て
い
る
。
イ
ゼ
ン
ゼ
ー
は
、
こ
れ
が
職
務
義
務
で
あ
り
、
憲
法
忠
誠
で
あ
る
と
い
う
の
だ
。Isensee, 

a.a.O
.(A

nm
. 69), S.111f. 

 

　

職
務
理
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
『
憲
法
学
の
倫
理
的
転
回
』
（
信
山
社
、
二
〇
一
一
年
）
一
七
一
～
一
七
七
頁
、
同
『
保
障
国
家
論

と
憲
法
学
』
（
信
山
社
、
二
〇
一
三
年
）
二
八
九
～
二
九
二
頁
、
同
「
職
務
概
念
と
公
法
理
論
」
戸
波
江
二
先
生
古
稀
記
念
『
憲
法
学

の
創
造
的
展
開
』
（
信
山
社
、
二
〇
一
七
年
）
二
一
九
～
二
三
九
頁
、

（
74
） 

Isensee, a.a.O
.(A

nm
. 16), S. 1536-1538, 1568; ders., a.a.O

.(A
nm

. 61), S. 142, 147, r. Sp.; ders., D
as antiquierte A

m
t, in: W

. 

K
nies(H

rsg.), Staat A
m

t Verantw
ortung, 2002, S. 41-78, 48. 

（
75
） 

Isensee, a.a.O
.(A

nm
. 16), S. 1535f. 

イ
ゼ
ン
ゼ
ー
曰
く
、
公
共
善
を
指
向
し
、
且
つ
そ
の
複
数
で
秩
序
を
形
成
す
る
こ
の
職
務
思
想

こ
そ
、
近
代
国
家
の
み
な
ら
ず
、
そ
し
て
近
代
国
家
を
超
え
て
、
君
主
政
や
民
主
政
を
問
わ
ず
、
古
代
ロ
ー
マ
や
中
世
的
教
会
を
も
正

当
化
す
る
、
（
君
主
政
の
唯
の
反
対
概
念
で
は
な
い
）
共
和
政
原
理
を
化
体
す
る
も
の
で
あ
る
。Isensee, a.a.O

.(A
nm

. 16), S. 1534-

1536; ders., a.a.O
.(A

nm
. 61), S. 150f.; ders., a.a.O

.(A
nm

. 74), S. 51.

 

　

但
し
、
職
務
に
は
義
務
と
禁
欲
に
加
え
、
悦
楽
（Lust

）
も
伴
う
と
イ
ゼ
ン
ゼ
ー
は
言
う
。
そ
れ
は
日
々
の
労
働
の
満
足
感
で
な
く
、

個
人
に
は
で
き
ぬ
決
定
、
人
々
へ
の
責
任
あ
る
仕
事
、
私
人
に
許
さ
れ
ぬ
卓
越
し
た
活
動
に
関
与
す
る
悦
び
で
あ
る
。
政
府
や
議
会

で
政
治
的
権
力
に
与
れ
ば
、
内
的
悦
び
、
権
力
感
情
を
体
験
す
る
。
だ
が
、
こ
の
他
者
へ
影
響
す
る
意
識
、
権
力
に
参
加
す
る
意
識
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は
悪
で
は
な
い
。
権
力
自
体
は
罪
で
は
な
く
、
権
力
行
使
は
職
務
行
使
者
の
正
統
な
報
酬
で
あ
る
。
こ
の
職
務
が
権
力
に
善
き
良
心

（gutes G
ew

issen

）
を
与
え
る
。
行
動
を
恐
れ
決
定
を
恐
れ
責
任
を
恐
れ
る
者
は
権
力
に
就
く
べ
か
ら
ず
。
公
に
深
く
根
差
し
た
こ
の

良
心
を
持
て
。Isensee, a.a.O

.(A
nm

. 69), S. 136f.

（
76
） 

Isensee, a.a.O
.(A

nm
. 16), S.; ders., a.a.O

.(A
nm

.59), S. 312; ders., a.a.O
.(A

nm
. 61), S. 150, r.Sp.; ders., a.a.O

.(A
nm

. 73), S. 

557f. 
こ
の
民
主
政
と
基
本
権
又
は
法
治
国
の
対
抗
関
係
が
、
基
本
法
三
三
条
の
四
項
と
五
項
の
切
断
を
要
請
す
る
。
先
に
見
た

二
〇
一
八
年
・
連
邦
憲
法
裁
判
決
を
先
取
る
様
子
で
、
イ
ゼ
ン
ゼ
ー
に
近
い
立
場
の
デ
ィ
・
フ
ァ
ビ
オ
が
指
摘
す
る
。
国
家
機
能
の

官
吏
担
当
を
要
請
す
る
四
項
の
機
能
留
保
に
は
、
個
人
の
保
護
の
為
に
、
法
律
留
保
の
機
能
的
な
等
価
物
又
は
補
完
物
の
役
割
が
期

待
さ
れ
る
が
、
官
僚
制
の
制
度
的
保
障
を
要
請
す
る
五
項
の
伝
来
的
原
則
に
は
、
公
的
行
政
の
政
党
＝
党
派
政
治
的
な
横
取
り
を
防

ぐ
べ
く
、
民
主
主
義
に
組
織
上
の
措
置
と
基
盤
を
付
与
す
る
、
国
家
行
政
の
一
般
規
範
の
任
務
が
付
託
さ
れ
て
い
る
、
と
。
つ
ま
り
、

四
項
で
は
法
治
国
を
、
五
項
で
は
民
主
政
を
念
頭
に
置
き
、
両
者
の
補
完
的
結
合
物
に
よ
り
、
職
業
官
僚
制
が
市
民
の
自
由
に
寄
与

す
る
の
で
あ
る
。D

i Fabio, a.a.O
.(A

nm
. 19), S. 49f.

 

　

イ
ゼ
ン
ゼ
ー
の
い
う
職
務
と
は
、
国
家
と
社
会
、
公
的
と
私
的
を
区
分
け
す
る
の
み
な
ら
ず
、
抽
象
的
国
家
と
具
体
的
人
間
を
も

媒
介
す
る
も
の
と
し
て
現
れ
る
。
法
人
た
る
国
家
は
職
務
保
持
者
た
る
自
然
人
を
通
じ
て
の
み
行
動
す
る
の
で
あ
り
、
単
な
る
個
人

の
権
力
行
使
も
職
務
を
通
じ
て
の
み
他
者
を
縛
る
法
的
行
為
と
な
る
。Isensee, a.a.O

.(A
nm

. 74), S. 49. 

 

　

更
に
、
職
務
の
領
域
と
自
由
の
領
域
は
そ
の
正
統
化
原
理
も
異
な
る
と
も
言
う
。
前
者
は
共
和
制
的
正
統
化
と
し
て
、
後
者
は

基
本
権
的
正
統
化
と
し
て
対
を
成
す
。Isensee, G

rundrechte und D
em

okratie – D
ie polare Legitim

ation im
 grundgesetzlichen 

G
em

einw
esen(1981), in: ders., R

echt als G
renze- G

renze des R
echts: Texte 1979 - 2009, 2009, S. 13-32. 

な
お
、
民
主
政
的
正

統
化
と
共
和
政
的
正
統
化
の
関
係
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
行
政
裁
量
と
憲
法
構
造
」
嶋
崎
健
太
郎
編
『
憲
法
の
規
範
力
と
行
政
』（
信
山
社
、

二
〇
一
七
年
）
四
八
～
六
〇
頁
。

（
77
） 

官
吏
が
職
務
保
持
者
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、Isensee a.a.O

.(A
nm

.73), S. 558; ders., a.a.O
.(A

nm
.74), S. 49.

 

　

尤
も
、
職
務
に
は
、
職
務
原
理
の
純
粋
形
式
と
混
合
形
式
が
あ
る
と
彼
は
言
う
。
前
者
の
形
式
が
仮
に
職
業
官
僚
制
だ
と
す
れ
ば
、
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後
者
に
つ
き
イ
ゼ
ン
ゼ
ー
が
枚
挙
す
る
具
体
例
と
は
、
職
務
原
理
と
政
党
政
治
が
結
合
す
れ
ば
議
会
議
員
が
、
純
粋
職
業
が
結
合
す

れ
ば
公
証
人
が
、
研
究
と
教
授
の
自
由
と
い
う
基
本
権
の
地
位
が
結
合
す
れ
ば
大
学
教
員
が
そ
れ
で
あ
る
。Isensee, a.a.O

.,(A
nm

. 

69), S. 108.

こ
の
現
象
は
本
稿

後
で
も
触
れ
る
、
政
治
憲
法
／
全
体
憲
法
と
部
分
憲
法
の
衝
突
と
融
合
の
問
題
で
あ
る
。 

別
言
す

れ
ば
、
純
粋
職
務
の
問
い
が
職
務
の
国
家
理
論
で
あ
り
、
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
、
具
体
的
憲
法
法
を
巡
る
国
家
理
論
的
考
察
が
展
開

さ
れ
る
の
で
あ
る
。Isensee, a.a.O

., S. 108. 

（
78
） 

Isensee, a.a.O
.(A

nm
.59), S. 311 ; ders., a.a.O

.(A
nm

.61), S. 143f.; ders., a.a.O
.(A

nm
.69), S. 151-153; ders., a.a.O

.(A
nm

.71), S. 

11. V
gl. W

olfgang Loschelder, A
m

t und Status – O
der: W

arum
 sollen Professoren B

eam
te sein?, in: I. Franke / R

. Sum
m

er / 

H
.-D

. W
eiß(H

rsg.), Ö
ffentliches D

ienstrecht im
 W

andel: Festschrift für W
alther Fürst, 2002, S. 219-231. 

イ
ゼ
ン
ゼ
ー
説
に
限

ら
ず
、
機
能
主
義
に
よ
る
職
業
官
僚
制
の
解
体
に
つ
い
て
、
更
に
、
フ
ォ
ル
ス
ト
ホ
フ
及
び
ケ
ッ
ト
ゲ
ン
に
よ
る
機
能
主
義
批
判
に

つ
い
て
、
拙
稿
「
職
業
官
僚
制
に
お
け
る
身
分
と
制
度
」（
新
潟
大
学
）
法
政
理
論
三
八
巻
四
号
（
二
〇
〇
七
年
）
三
三
一
～
三
七
二
頁
。

（
79
） 

Isensee, a.a.O
.(A

nm
.59), S. 302f., 311f.; ders., a.a.O

.(A
nm

.61), S. 142-145.

 

　

イ
ゼ
ン
ゼ
ー
に
よ
れ
ば
、
国
家
の
企
業
化
と
は
国
家
の
実
体
喪
失
を
意
味
す
る
。
即
ち
、
職
業
官
僚
制
を
機
能
正
義
か
ら
見
れ

ば
、
国
家
の
特
殊
性
が
失
わ
れ
る
。
技
術
は
機
能
す
る
限
り
で
支
配
す
る
。
機
能
し
さ
え
す
れ
ば
正
統
化
は
要
ら
ぬ
。
故
に
シ
ェ
ル

ス
キ
ー
の
言
う
技
術
国
家
は
民
主
政
か
ら
そ
の
実
体
を
剥
奪
す
る
。
従
っ
て
、
従
来
は
古
典
的
国
家
理
念
と
そ
の
職
業
身
分
的
統
一

性
を
そ
の
基
礎
と
し
て
き
た
職
業
官
僚
制
を
君
主
的
に
も
民
主
的
に
も
正
統
化
し
な
く
て
よ
い
。
純
粋
な
機
能
技
術
性
さ
え
あ
れ
ば

職
業
官
僚
制
に
統
一
性
が
与
え
ら
れ
る
の
だ
。
だ
が
、
生
存
配
慮
で
あ
っ
て
も
官
吏
た
ち
の
誠
実
義
務
を
解
除
し
て
よ
い
の
か
。
例

え
ば
学
校
教
育
。
国
家
の
存
立
に
は
市
民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
官
吏
の
義
務
体
系
を
破
壊
し
、
官
吏
は

大

限
自
由
を
行
使
し
て
よ
い
、
そ
の
義
務
は

小
限
充
足
す
れ
ば
よ
い
と
、
こ
こ
に
基
本
権
理
念
を
拡
げ
れ
ば
、
憲
法
国
家
の
安
定

は
危
機
に
陥
る
。
そ
れ
故
に
連
邦
憲
法
裁
も
反
対
す
る
の
だ
。Isensee, a.a.O

.(A
nm

.61), S. 143f.; ders., a.a.O
.(A

nm
.74), S. 72. 

V
gl. Thom

as G
utm

ann / Fabian W
ittreck / W

erner K
raw

ietz, H
elm

ut Schelsky (1912–1984). Von der späten Skepsis einer 

euphorischen G
eneration, in: Th. G

utm
ann/C

h.W
eischer /F.W

ittreck(H
rsg.), H

elm
ut Schelsky: Ein deutscher Soziologe im
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zeitgeschichtlichen, institutionellen und diszipilinären K
ontext - Interdisziplinärer W

orkshop zum
 100. G

eburtstag, 2017, S. 

113-132.

 
　

こ
の
職
務
の
機
能
化
は
職
務
の
尊
厳
を
脅
か
す
と
も
、
イ
ゼ
ン
ゼ
ー
は
述
べ
る
。
一
つ
、
元
々
、
立
法
・
執
政
・
司
法
の
行
使
は

決
定
＝
権
力
の
要
素
を
持
つ
が
、
こ
の
職
務
保
持
者
の
決
定
／
権
力
行
使
は
法
に
縛
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
二
つ
、
だ
が
こ

の
拘
束
す
る
筈
の
法
に
は
職
務
保
持
者
の
解
釈
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
解
釈
に
よ
る
選
鉱
4

4

自
体
に
や
は
り
決
定
／
権
力
の
要
素
が
備

わ
っ
て
い
る
。
三
つ
、
結
局
、
国
家
機
能
の
行
使
又
は
法
の
解
釈
が
決
定
／
権
力
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
決
定
／
権
力
に
は
こ
の
決
定

／
権
力
に
対
す
る
同
意
能
力
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
民
意
思
に
よ
る
民
主
政
的
正
統
化
、
又
は
国
家
の
為
に
活
動
す
る
人
々

＝
人
格
、
彼
ら
の
統
合
性
に
市
民
が
基
本
信
頼
を
寄
せ
る
と
い
う
意
味
で
、
実
存
論
的
正
統
化
な
く
し
て
、
決
定
／
権
力
は
行
使
さ

れ
る
べ
き
で
な
い
の
だ
。
イ
ゼ
ン
ゼ
ー
曰
く
、
市
民
が
信
頼
を
寄
せ
る
こ
の
人
格
の
統
合
性
を
保
障
す
る
も
の
こ
そ
職
務
、
即
ち
職

務
の
尊
厳
な
の
で
あ
る
。
「
尊
厳
が
尊
重
を
生
む
」
。
即
ち
、
職
務
を
機
能
化
す
れ
ば
、
こ
の
職
務
の
尊
厳
が
失
わ
れ
る
と
い
う
の
だ
。

Isensee, a.a.O
.(A

nm
. 74), S. 73f. 

 

　

更
に
こ
の
職
務
の
尊
厳
に
つ
き
、
別
箇
所
で
も
イ
ゼ
ン
ゼ
ー
は
詳
述
し
て
い
る
。
一
つ
に
、
人
が
保
持
者
に
寄
せ
る
こ
の
尊
厳
は

国
家
＝
制
度
の
尊
厳
で
も
あ
る
。
君
主
政
時
代
職
務
管
理
者
は
そ
の
勤
務
で
国
王
王
冠
の
残
照
を
放
つ
の
で
あ
り
、
市
民
革
命
後
も

国
民
の
名
の
下
そ
の
尊
厳
は
官
吏
か
ら
剥
奪
さ
れ
て
は
い
な
い
。
二
つ
に
、
職
務
保
持
者
へ
の
人
々
の
尊
重
は
そ
の
義
務
遂
行
の
代

償
で
も
あ
る
。
偉
大
な
義
務
を
履
行
し
、
他
者
へ
偉
大
に
貢
献
す
る
か
ら
こ
そ
尊
敬
が
集
ま
る
。
人
々
の
尊
重
は
、
彼
ら
へ
の
貧
し

い
物
質
的
報
酬
を
補
う
理
念
的
報
酬
で
あ
る
。Isensee, a.a.O

.(A
nm

. .69), S. 135f.

（
80
） 

Isensee, a.a.O
.(A

nm
. 59), S. 311f. , ders., a.a.O

.(A
nm

. 61), S. 143f. 

 

　

そ
も
そ
も
市
場
経
済
の
基
礎
、
競
争
の
理
念
自
体
が
職
務
思
想
に
反
し
て
い
る
。
イ
ゼ
ン
ゼ
ー
は
言
う
。
諸
職
務
は
静
態
的
な
信
託

義
務
に
よ
り
相
互
に
結
合
し
、
計
画
に
基
づ
き
可
能
な
限
り
摩
擦
の
な
い
行
為
統
一
体
へ
互
い
に
補
完
し
合
う
。
功
名
心
や
権
力
欲
で

ラ
イ
バ
ル
関
係
を
作
り
組
織
内
を
攪
乱
し
て
は
な
ら
な
い
。
能
力
や
資
格
に
よ
り
官
吏
就
任
を
競
う
、
職
務
を
巡
る
競
争
（W

ettbew
erb 

um
 A

m
t

）
は
必
要
で
あ
る
が
、
利
己
心
に
基
づ
く
競
争
原
理
を
国
家
内
部
、
ラ
ン
ト
間
、
自
治
体
間
の
関
係
へ
と
取
り
込
む
、
職
務
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の
中
の
競
争
（W

ettbew
erb im

 A
m

t und zw
ischen Ä

m
tern

）
は
禁
物
で
あ
る
。
職
務
は
競
争
を
排
除
す
る
。Isensee, a.a.O

.(A
nm

. 

.69), S. 118f.
（
81
） 
し
か
し
、
本
文
の
説
明
は
単
純
に
過
ぎ
、
以
下
を
補
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
共
善
に
紐
づ
け
ら
れ
た
職
務
な
る
地
位
に
職
務

保
持
者
が
着
任
す
る
こ
と
は
既
に
言
及
し
た
通
り
だ
が
、
こ
こ
に
職
務
法
と
勤
務
法
の
区
分
け
が
成
り
立
つ
。
一
方
で
、
国
家
と
そ

の
断
片
で
あ
る
職
務
そ
れ
自
体
の
関
係
に
関
わ
る
職
務
法
（A

m
tsrecht

）
。
こ
れ
は
、
国
家
の
任
務
を
個
人
の
能
力
に
見
合
う
職
務

単
位
へ
と
細
分
化
す
る
。
他
方
で
、
職
務
に
座
る
職
務
保
持
者
と
雇
用
者
た
る
国
家
と
の
関
係
の
勤
務
法
（D

ienstrecht

）
。
こ
れ
は
、

職
務
法
に
お
け
る
客
観
的
国
家
任
務
が
職
務
保
持
者
の
個
人
的
義
務
、
即
ち
、
雇
用
者
国
家
に
対
す
る
国
家
被
用
者
の
個
別
的
義
務

へ
と
転
換
さ
れ
る
。
但
し
、
こ
こ
に
は
被
用
者
義
務
だ
け
で
な
く
雇
用
者
の
義
務
も
成
立
し
て
い
る
。
一
つ
に
、
適
法
且
つ
効
果
的

職
務
遂
行
を
確
保
す
る
為
の
諸
義
務
、
守
秘
義
務
、
誠
実
義
務
な
ど
が
職
務
保
持
者
に
課
さ
れ
、
二
つ
に
、
職
務
保
持
者
の
独
立
性

を
確
保
す
る
為
の
諸
義
務
、
扶
養
義
務
な
ど
が
国
家
雇
用
者
に
課
さ
れ
る
の
だ
。Isensee, a.a.O

.(A
nm

. .69), S. 110f.

（
82
） 

Isensee, a.a.O
.(A

nm
. 59), S. 300. ders., a.a.O

.(A
nm

.61), S. 150f.; ders., a.a.O
.(A

nm
.71), S. 6. 

職
務
が
自
由
の
前
提
に
な
る
、

と
は
、
即
ち
、
職
務
保
持
者
が
職
務
を
通
じ
て
義
務
を
負
う
が
故
に
、
国
家
権
力
が
基
本
権
内
容
を
遵
守
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

Isensee, a.a.O
.(A

nm
. 73), S. 567. 

 

　

尤
も
、
こ
の
国
家
と
職
務
の
確
保
は
、
社
会
と
自
由
の
抹
殺
で
は
当
然
に
な
い
。
職
業
官
僚
制
の
正
統
化
が
、
官
吏
の
自
由
で
な

く
他
者
の
自
由
に
、
官
吏
の
権
利
で
な
く
官
吏
の
義
務
と
能
力
に
依
拠
す
る
こ
と
は
先
に
紹
介
し
た
通
り
だ
が
、
こ
の
国
家
と
社
会

の
緊
張
関
係
（Spannung

）
こ
そ
が
、
即
ち
、
社
会
の
国
家
に
対
す
る
基
本
緊
張
（G

rundspannung

）
こ
そ
が
、
職
業
官
僚
制
の
生

命
の
基
礎
で
あ
る
と
イ
ゼ
ン
ゼ
ー
は
述
べ
る
。Isensee., a.a.O

.(A
nm

. 61), S. 151f.; ders., a.a.O
.(A

nm
. 73), S. 559. 

（
83
） 

但
し
、
ド
イ
ツ
職
業
官
僚
制
の
構
造
を
、
地
位
と
実
体
か
ら
検
討
し
た
だ
け
の
本
稿
は
、
本
稿
筆
者
と
し
て
も
、
憲
法
理
論
か
ら
し
て

余
り
に
も
単
純
で
あ
る
。
イ
ゼ
ン
ゼ
ー
に
倣
い
、
官
僚
制
の
構
造
転
換
の
原
因
を
、
ド
イ
ツ
の
み
な
ら
ず
全
世
界
を
席
巻
す
る
行
政
改

革
の
経
済
性
／
効
率
性
思
考
に
推
定
し
た
け
れ
ど
、「
働
き
方
改
革
」
に
言
及
せ
ず
と
も
、
我
々
の
労
働
の
在
り
方
、「
働
き
方
」
の
変
化
、

即
ち
、
労
働
構
造
＝
労
働
憲
法
（A

rbeitsverfassung

）
の
構
造
の
変
化
、
更
に
換
言
す
れ
ば
、
部
分
憲
法
と
し
て
の
労
働
憲
法
の
構
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造
転
換
の
影
響
を
推
定
し
て
も
よ
か
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
職
業
官
僚
制
の
制
度
的
保
障
を
、
そ
の
本
来
的
な
非
合
理
性
に
も
拘
ら
ず
、

合
理
的
な
論
証
手
段
に
解
消
す
る
見
解
と
し
て
ケ
ア
ス
テ
ン
を
批
判
し
た
が
、
そ
の
ケ
ア
ス
テ
ン
の
問
題
意
識
自
体
が
、
こ
の
労
働
憲

法
に
向
か
う
。
彼
や
ヴ
ァ
ル
ト
ホ
フ
の
労
働
憲
法
の
構
想
、
更
に
遡
及
す
れ
ば
、
ク
リ
ュ
ガ
ー
や
シ
ョ
ル
ツ
の
労
働
憲
法
の
発
想
を
留

保
し
た
限
り
で
の
本
稿
の
結
論
で
あ
る
。V

gl. R
ichard G

iesen/Jens K
ersten, A

rbeit 4.0: A
rbeitsbeziehungen und A

rbeitsrecht in 
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